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○議長（野口 俊明君） おはようございます。

本日は、昨日に引き続き一般質問をいたします。

議員の皆さん、そして執行部の皆さん、皆さんの前のマイクに明かりが点灯がしてか

らしゃべっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

そういたしますと開会いたします。

ただいまの出席議員は１５人です。定足数に達しておりますので、これから本日の会

議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

本日は、昨日に引き続き４人の議員の一般質問を行います。

⋞ ⋞

日程第１ 一般質問

○議長（野口 俊明君） 日程第１、一般質問を行います。

３番、大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） どうも皆さん、おはようございます。
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２日目の最初、初めてだと思いますが、私、どうぞよろしくお願いします。日本共産

党の大森正治でございます。

きょうも２問質問をいたします。

１問目は、養護学校への通学保障をということで通告しております。

まず、私たちの暮らしの根本である憲法からまずお話ししたいと思いますが、この教

育問題も憲法から発していると思いますので。憲法第２６条、こうあります。「すべて

国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を

有する」とうたっております。そしてこれを受けて教育基本法第４条には、ここは教育

の機会均等をうたっていますけれども、「国及び地方公共団体は、障害のある者がその

状態に応じ、十分な教育を受けられるよう教育上必要な支援を講じなければならない」、

こう定めております。その観点から質問をするわけですけども、障害のある児童生徒が、

就学指導委員会というのがありますけども、その判定によりまして保護者の同意のもと

に養護学校に通学することになった場合、地方教育委員会としましてはその通学を十分

に保障しなければならないじゃないかというふうに考えます。

大山町内からも養護学校に通学している児童生徒が何名かおるわけですが、何せ養護

学校、米子市にあります。そのため町内の小⋞中学校に通学できる児童生徒とは違って、

遠距離通学をせざるを得ません。そして、保護者は特定の場所であります養護学校の送

迎バス停車場まで毎日送り迎えをしておられると、しなければならないわけです。そう

した保護者の負担ですね、これを解消あるいは軽減するために大山町の教育委員会とし

ては何らかの措置を講じて、障害のある児童生徒が毎日安心して通学できる、そし学べ

る、そういう条件整備をしなければならないと私は考えます。そういう点から、次の点

について伺いたいと思います。

１つ目、米子市内の養護学校に通学する児童生徒、この場合、小⋞中学生と考えたい

と思いますが、児童生徒の教育についての基本的な考えをお伺いしたいと思います。

２点目、現在あるいは来年度、この養護学校に通学する小⋞中学生の通学実態はどう

なのか明らかにしてほしいと思います。

３つ目、保護者の送迎負担に対して、その解消あるいは軽減に向けてどのような方策

を考えていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（野口 俊明君） 教育委員長、伊澤百子君。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい、議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） おはようございます。きょうもよろしくお願いいたしま

す。

ただいまの大森議員の御質問で、養護学校への通学保障という御質問にお答えをいた

します。

３つ御質問いただきました。
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まず初めに、その御質問の内容から養護学校という表現を特別支援学校というふうに

読みかえさせていただきますことをお断りいたしておきます。

１点目の米子市内の養護学校に通学する児童生徒の教育についての基本的な考えはど

うなのかということにつきましてですが、現在米子市内には知的障害のある児童生徒を

対象といたしました県立米子養護学校、それから肢体不自由児の児童生徒を対象といた

しました県立皆生養護学校、そして聴覚障害のある児童や生徒を対象といたしました県

立鳥取聾学校ひまわり分校、そして病弱児を対象とした米子市立米子養護学校の４つの

特別支援学校がございます。それらの学校では、学校教育法に基づきまして小学校、中

学校に準じる教育を施すとともに、障害による学習上または生活上の困難を克服し、自

立を図っていくために必要な知識、技能を授けるという教育が行われております。

特別支援学校における教育は、障害のある児童や生徒が自分の能力とか可能性という

ものを最大限伸ばして、やがて自立をして社会参加をするために必要なそういう力を培

っていくものとして大変大切な教育の場だというふうに考えております。

また、町内の小⋞中学校でなく米子のそういう特別支援学校に通学する児童生徒とい

うのは、その分いろんな負担がかかっていると思います。町内の児童や生徒であること

に変わりはありませんので、町内の小⋞中学校に通う子供、それに準じた教育や支援を

受ける権利を有していると思っておりますし、教育委員会といたしましても同じように

その教育保障をしていきたいというふうに考えております。

２点目の現在あるいは来年度、養護学校に通学する小⋞中学生の通学実態はどうかと

いうことについてでございますが、現在、米子市内の特別支援学校小学部、中学部に通

学している児童生徒は５名でございます。そのうち２名は、町内に住所はございますが

実態は米子市内に住んでおられます。あとの３名は、特別支援学校の通学バスというの

がございまして、これを利用して自宅から最寄りの乗車場所までの距離が１キロメート

ル未満の方が１名、約２キロメートルの方が１名、約２．５キロメートルの方が１名、

以上の３名の方が自宅から最寄りの乗車場所までいらして、そしてその通学バスを利用

して通っていらっしゃるということです。

また、来年度米子市内の特別支援学校の小学部、中学部に通学する児童生徒は、新た

に３名ふえて８名となります。そのうち、ただいま申し上げました通学バスというもの

を利用される予定の児童生徒は６名いらっしゃいます。新たに通学する予定の児童生徒

の自宅から最寄りの乗車場所までの距離は、１キロメートル未満の方がお１人、それか

ら約１４キロの方が２名おられます。

３点目の保護者の送迎負担に対して、その解消ないしは軽減に向けた方策はどうかと

いうことについてでございますが、最近町内のその保護者の方から御相談をいただいて

おります。それを受けまして、教育委員会でもどのような方策があるのか、通うことに

なっているその学校や、また関連をしている担当課を含めて、ただいまいろいろ検討し

ているところでございます。現在のところ、遠距離の送迎による経費の負担、それを軽
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減するために今ある制度で何とかカバーができないか、新たな制度の設置が必要かどう

かということも含めまして、検討をしている段階でございます。

いずれにいたしましても、こういう特別支援の子供さんお一人お一人が個別の状況と

いうのがございますので、別途保護者の方の相談に乗りながら、教育委員会としてもで

きる支援をしっかりしていきたいというふうに考えております。以上でございます。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） おはようございます。

大森議員の方から、私の方へも質問者という、答弁者ということで御指摘がありまし

たので、一言だけ述べさせていただきます。

多分私の方での案件は、保護者の送迎負担ということについてのことかなと思ってお

ります。先ほど伊澤教育委員長の方から述べられましたように、検討しておられる状況

であります。その状況を受けて、また判断をいたしたいと存じます。以上です。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） 私が意識の中に特に県立米子養護学校のことがあったも

んですから、養護学校という言い方をしてしまいましたけども、一般的には特別支援学

校というふうになっておりますね。

特にこの県立米子養護学校の方への通学の児童生徒の数だろうというふうに思ってお

りますが、来年度は特にふえるということですけども、その前に米子市内に小⋞中学生

が通うという例はもうこの特別支援学校しかないわけですから、非常に遠距離通学をせ

ざるを得ないわけです。ということは、本当に先ほども指摘したとおりで、本人もでし

ょうけどもまた保護者の方への負担もあるということで、それをやっぱり解消するため

に養護学校の方としても、県立米子養護学校の方としても送迎バスを出しているという

実態があろうかと思っております。

そして大山町広いわけですが、大山町にもそういう児童生徒が在学するということで、

非常に遠方から通うことになる、あるいは通っている児童生徒への負担を軽減するため

の私の質問なわけですけども、基本的な姿勢としまして、先ほど教育委員長がおっしゃ

いましたようにどの子も同じように教育が受けれるように、その子の能力に応じたひと

しく教育が受けれるようにという条件整備をしたいという趣旨の答弁だったと思います

が、私も本当にその点は大事だろうと思いますし、またそれを受けて町長が答弁された

ように、非常に短かったわけですけども、判断をしたいということですが、私は楽観的

な部分がありますので、そのいい方向で行政の方としても教育委員会の判断が、教育委

員会の決定がなされ、決定というか、検討がなされれば、町長部局としてもそれに応じ

たいい判断がしていただけるだろうというふうに期待をしているわけです。
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それで特に来年度、現在は何名でしたかいね、５名ですけども、特にそのうち３名が

通学ということですが、来年度はふえて８名になると。その中でも、特に１４キロです

ね、かなり遠距離のところからの通学になる児童生徒が２名いるということで、特にこ

こへの支援というのは必要でないかなというふうに思うわけですけども、それのための

検討してるということで、それ以上踏み込んでいらっしゃいませんけども、どうなんで

しょうか、その検討の過程というのは、経過というのはここで示してもらうことはでき

ないんでしょうか。どうなんでしょうかね。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。ただいまの議員の御質問にお答えいたします。

先ほどもちょっと申し上げまして、非常に個別の案件になりますから細かく御説明が

できるかどうかわかりませんが、学校教育の担当の次長の方よりお答えをいたします。

○教育次長兼学校教育課長（齋藤 匠君） 議長、教育次長。

○議長（野口 俊明君） 齋藤教育次長。

○教育次長兼学校教育課長（齋藤 匠君） 今、教育委員長も申しましたが、個別の相

談に対する対応ということにもなりかねないとこもありますけれども、御相談いただき

まして公共交通の担当の企画情報課、それから福祉関係の福祉介護課の担当者等と会を

持ちまして、どういった支援ができるかということをいろんな角度から検討させていた

だきました。また、今現在ある遠距離通学の規定等が合致するかどうかということも含

めて、当然考えたわけでございます。

また、県立学校の方も自動車での送迎に対する家庭への支援ということも実はあると

いうことがわかりまして、そういった協議した結果やこちらが調べた情報については、

個別に保護者の方にお返しをしているというような状況でございます。

それに加えて、さらに町として足りない部分を支援していく方策はとった方がいいの

かどうなのかということを、現在検討しているというようなところでございます。以上

です。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） 個別の案件ということにもなる部分があるんですけども、

全体ですね、この特別支援学校に通学している５名、あるいはこれから来年度通学する

８名全体に対するそういう支援というのはどうなんでしょうか。その辺の検討というの

はどうなんでしょうか。

○教育委員長（伊澤 百子君） 委員長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。ただいまの御質問にも教育次長の方よりお答えを

いたします。
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○教育次長兼学校教育課長（齋藤 匠君） 議長、教育次長。

○議長（野口 俊明君） 齋藤教育次長。

○教育次長兼学校教育課長（齋藤 匠君） はい。もちろん個別の案件からの御相談に

対しての対応でございますけれども、それ以外のすべての子供たちに該当するような制

度ということを考えております。

ただ、県立学校の方の支援の制度も個人の所得であるとかそういったことで何段階か

に分かれておりますし、それから年代別、小学部の１年生から３年生、あるいは４年生

から６年生、中学部と年代によってもその支援の制度は変わっておりますので、そうい

ったことも勘案しながら、どのような制度がよいのかということを考えているところで

ございます。以上です。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） 教育委員会が中心になってのこれは支援になるというふ

うに思いますので、教育委員長さんの方にも質問したわけですけども、と同時に先ほど

もありましたとおりほかの担当課、企画情報課とそれから介護福祉課ですね、そっちの

方との連携もとりながらということです。

町長、その教育委員会の意向を受けて判断したいということですけども、私はそれは

楽観的に期待しているというふうに言いましたけども、町長、その状況いかんによって

どうなんでしょうか、いろいろな手段、方策を考えられるんじゃないかなと思いますけ

ども、その辺の判断したいというのがすごく抽象的なんで、どこまで踏み込まれるのか

ですね。確かに予算も伴うものだと思いますので、もうちょっと考えられてる具体的な

方策を述べていただきたいと思いますけども、よろしくお願いします。

済みません、具体的なと言いましたからちょっと答弁に困られると思いますが、町長

のちょっとした考えですね、お聞きしたいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。先ほど、教育委員会の方からも今の検討の話をしていた

だきました。非常に一生懸命検討されている状況であります。しっかりとその検討され

たものを受けて、判断をさせていただくということであります。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） はい。しっかり判断したいということですので、いい結

果が得られるような保護者、児童生徒が満足のいけるような支援が行われるよう期待し

たいと思います。そのことを期待しながら、次の質問に入らせていただきたいと思いま

す。

２問目ですけども、２問目は国民健康保険の医療費の窓口一部負担金減免制度をとい
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うことで質問させていただきます。

私、これ以前にも質問いたしまして、今回３度目になります。改めてお伺いしたいと

思っております。そこの経過、気になってるもんですから質問させていただきます。

国民健康保険法の第４４条、これには次のように規定しておりますが、保険者は、つ

まり地方自治体はですよね、特別の理由がある被保険者で、医療機関等に一部負担金を

支払うことが困難であると認められる者に対して、１、一部負担金を減額すること、２、

一部負担金の支払いを免除すること、２ですね、それから３、医療機関等に対する支払

いにかえて一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することの措置をと

ることができるというふうに規定しております。

しかし、全国の市町村の半数近くがこの減免の条例とか規制をつくっておらないよう

です。空文化しているというのが実態だというふうに聞いております。それを解消する

ために、厚生労働省の方が一昨年の９月に新基準を通知しております。この減免制度を

実施する自治体には、減免額の２分の１を国庫負担とすることも決めております。その

結果、一部負担金減免制度を実施する自治体もその後ふえておるようでして、去年の４

月、平成２３年の４月現在で全国の市町村の６割強、６４％ほどがもう既にこの制度を

実施しているということを、そういう情報を得ております。

この現在、この経済情勢の中で非常に貧困世帯が広がっております。もうこれは本当

に周知のものになっておりますが、そういう貧困世帯が広がる中で受診抑制ですね、受

診抑制、つまり治療費がかかるのでもうちょっと我慢しようかと、やめとこうかという

ことで、そして病気が重症化していく。最悪のケースには、それが死に至るという場合

もニュース等で聞いております。

そして、医療費の窓口負担が払えない患者、治療はしたけども払えないという患者さ

んもふえておる。その結果、医療機関としても未収金が増加してるという問題が出てき

ております。

この大山町でも、こんなケースがないとは言えないと思います。私もつぶさに実態を

調べたわけではありませんけども、そういうこともまたこれから予想もされます。

安心の町づくり、これ町長さん、町長が言っておられますけども、よく、その安心の

町づくりのためにも、こういったセーフティーネットをつくっておくというのは非常に

必要だろうというふうに考えます。

過去、２度私質問したわけですけども、町長は次のように答弁しておられます。例え

ばですね、この実際の運用基準は市町村ごとに決めることになっておりますので、この

ことを視野に入れまして検討を重ねてまいりたいと考えていると。それから、当時の小

西住民生活課長が答弁された、状況を見ながら前向きな方向で検討を重ねていきたいと

いうのを受けまして、町長も取り組みを前向きな検討の中で精査しながら進めていくと

いうことを言っておられますし、それから２度目のときには県内で５つの市町村が一部

負担金減免の規定等を設けておるようですけども、いずれも２１年度では申請件数はな
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しと報告されていると。こんな状況でありますので、必要な施策かどうか今後検討を重

ねてまいりたいというふうに言っておられます。検討を重ねる検討を重ねるというふう

なことですが、ちょっと２度目のときにはトーンダウンしたなというふうな感じを受け

たんですけども、いずれにしても検討されてきてると思うんですけども、もう何年もた

ちますのでその後どういう検討がなされてきたのか。そして、現在どういう状況なのか

伺いたいと思います。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。大森議員からの２つ目の質問であります国保の医療費窓

口一部負担金減免制度をということにつきまして、お答えをさせていただきたいと存じ

ます。

まず、国民健康保険制度におきまして被保険者が医療機関の窓口で支払う一部負担金

は、義務教育就学前が２割、義務教育就学後から７０歳未満が３割、７０歳以上７５歳

未満が１割または一定所得以上のある者は３割となっております。

また、国民健康保険法第４４条には「特定の理由がある被保険者で、保険医療機関等

に一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対して、一部負担金の減額、

免除及び徴収猶予ができる」という規定がございます。国保制度発足の当時は一部負担

金も５割という高額でありまして、現在のような高額医療費の支給制度などもございま

せんでした。しかし、現在は一部負担金の割合も先ほど申し上げましたように改正をな

されており、さらに高額な医療を受けられる場合には年齢や所得区分に応じた限度額ま

での支払いで済むよう、高額療養費の支給制度も設けられているところであります。

また、子供、障害者、ひとり親家庭、特定疾患などの医療に対する一部負担金につき

ましても、助成の制度が設けられているところであります。

一方、本町の国民健康保険事業の運営でございますけれども、医療費の伸びや後期高

齢者医療制度への支援金、また介護納付金などの増加によって近年歳出が大幅に増加を

しているのに対して、国民健康保険税は昨今の経済情勢によって減収となっておりまし

て、平成２１年度から単年度収支の赤字という状況が続いている。これは議員も御承知

のことと存じます。その補てんにつきましては、国保基金の取り崩しによって行ってま

いったところでございますけれども、基金の残高、これも少なくなってきているところ

でございまして、今年度は国民健康保険税の税率そして税額、これの改正を行って、厳

しい経済情勢の中ではありますが、被保険者の皆様に負担の増加をお願いをいたしてい

るところであります。

このような本町の厳しい国民健康保険の財政運営におきましては、一部負担金の減免

を行うということはさらに被保険者の保険料の増加を招くということにもつながりかね

ない問題でございまして、今まで以上に慎重に検討を行う必要があると考えております。
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以上であります。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） ３度目の正直で、さらに前向きな方向になるのかなと思

ったですが、逆に後退してしまいましたね。財政が逼迫してるので、特に国民健康保険

の、それを大きな理由にしておられますが、慎重に検討を行う必要があると。これはし

ないということですよね、はっきり言えば。

財政もわかりますよ、それは。でも、町民の命にもかかわることにもなりかねない問

題もはらんでいるわけですよね。これだけ貧困が進んでいる。町内でも大変な方という

のはあるわけですけども、もしそういう方が病気になって入院もしなければならないと

いうときに、非常に貧困のためにそれもままならない、これはもう死を待つしかないじ

ゃないかという。それをほっといていいのかなという気がするんですよね。極端な話を

してるのかもしれませんけども、そういうケースも予想されるわけです。あり得るわけ

ですよね。そこへのセーフティーネットとして、こういう制度を国もつくりなさい、つ

くったらいいですよというふうに言ってるわけですから、当然私はあっていいじゃない

かなというふうに思うんですよ。国の方からもその医療費の半額は補助しますよという

ことも言ってるわけですから、ということは国の方が進めてるわけですよ。ですから、

私はもうちょっと前向きな方向を期待しましたが、期待外れだから言うわけじゃないで

すけども、その財政だけの理由というのは私は納得がいかないんですよね。

それで、どれほどかかるかという試算もせんといけんかもしれませんけども、私はそ

れほどの町全体としてかかるものではないというふうに思うんですが、この一部負担金

の減免制度を創設するに当たって、国の方の基準はどういうふうになっているのか。ち

ょっとそれを示していただきたいんですけども、厚労省の方から通知があったわけです

が、その基準ですね、どういうふうなその基準の人をこの制度の対象にするのかという

のがあると思うんですね、思います。ありますので、ちょっとそれを示してほしいと思

います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。担当より答えさせていただきます。

○住民生活課長（森田 典子君） 議長、住民生活課長。

○議長（野口 俊明君） 森田住民生活課長。

○住民生活課長（森田 典子君） 大森議員さんの御質問にお答えいたします。

考え方といたしまして、医療機関の未収金は生活困窮が原因である未収金に関しまし

ては医療機関窓口で支払う一部負担金の未収発生を水際で防止するために、厚生労働省

において適用改善策がまとめられました。技術的な助言として、収入が生活保護基準以

下であるなどの基準が示されましたが、実際にはこのような生活困窮の状態である場合

－１２４－



は生活保護が適用される状態であると思われます。そういった考え方で、生活困窮の方

の状態を基準的な考え方として見ております。以上です。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） はっきり示してほしかったからちょっとお伺いしたんで

すけども、私が得ているこの国の基準というのは、３点要件があるというふうに思うん

ですけども、さっき課長がおっしゃった生活保護基準以下で、かつ預貯金が生活保護基

準の３カ月分以下であるという状況もあるんですが、それしか言われなかったんですけ

ども、私が思うのはね、確かに生活保護を受ければいいんだと、そういう方は。ありま

すが、そういう人でも生活保護を受けていらっしゃらない方も実態としてあるというふ

うに聞いております。全部が全部適用になるような人でも、生活保護を受けてるという

ことではない。そういう方もいらっしゃるので、そういう方に対する一つの救済として

必要じゃないかということを言いたいんですよね。

ほかの要件としましては、まず入院治療を受けているというのもあります。ですから

入院した場合のこれは減免ということになるわけですが、それから特別の理由により生

活が著しく困難となった場合、このそれと、先ほどおっしゃった収入が生活保護基準以

下である云々というこの３つすべてに当てはまる世帯が対象となるというふうに私は把

握してるんですけども、その特別の理由というのにはいろいろあったりしますけども、

例えば災害によって死亡、あるいは障害者となって、または資産に重大な損害を受けた

ときとか、それからいろいろな理由で収入が減少したとき、それから失業などによって

収入が減少したとき、あるいはそのほかの事由に準ずる事由があったときと。例えばこ

れは低所得などの場合が考えられると思いますが、そういう特別な理由で生活が著しく

困難となった場合というふうな基準が設けられているわけですよね。この３点。

ですから、ごくごく限られた人になると思うんですよ、この３つの基準の要件を満た

す方といったら。でも、そういう人が町内にも私はいらっしゃるというふうに思うんで

す。もしその人が入院をされたとき、あるいはしなければならない病気なんだけども受

けられないといったとき、これは大変なことですよね。そこにこういう救済措置として

の窓口負担減免制度が町として整備してあれば、その人は安心して入院、治療も受けら

れるということになって、非常に一人の命を救ったということにもなるわけですから、

これは非常に町長のおっしゃる安心安全の安心な町づくりという観点からも必要じゃな

いかというふうに思うんですよね。

そういう意味で、私はその財政的な面での大きな負担というのはそれほど考えられな

いというふうに判断するんですが、どうでしょうか、町長。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。国保の税の関係、税額の関係、議員も御承知のようにこ
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のたびアップのお願いを６月、５月ですか、臨時議会の方でもお願いをさせていただき

ました。それまでの数年間、据え置きという状況の中でこさせていただいたのが現状で

あります。特に厳しい経済状況という昨今のことを踏まえ、基金の取り崩しをしながら

据え置きを続けてきた現状がございます。

しかし、議会の方でも御指摘をいただいておりますように、基金の残高が非常に少な

くなってきている現状も御周知のとおりであります。そういう状況の中でありますので、

議員の思いはわかりますけれども、やはり生活保護の対象になれる場合であったりとか

いろいろな制度があるわけでございますので、そういったものをまずは活用していただ

いたり、相談をしていただいたりということの中でしっかりと対応していくということ

で、今現在この状況にあるということであります。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） 生活保護の対象者には生活保護を受けたらいいというそ

ういうところでやってほしいということだと思うんですけども、生活保護の問題が昨今

いろいろ言われて、不正受給に対しての問題からいろいろ言われております。実際に生

活保護を受けていらっしゃる方の肩身が今狭い状況じゃないかなと思うんですよ。とい

うことは、受けたいけどもやめとこうという人もいらっしゃるというふうなことは考え

られます。そのところを私は非常に心配しているんですよ。実際に町内にもいらっしゃ

ると思うんです。生活保護の対象者であっても、自分は受けたくないので受けないとい

う人も。そういう人たちを救うための制度として、これはそんなに難しいことじゃない

と思ってるんです、思います、私は。国のそういう通知を受けて、条例なり規則なりつ

くるということですから、つくっておくということですから、お金はかかるわけじゃあ

りません。もしこの制度ができて運用されたとしても、これを実際に利用される方とい

うのは少ないと思います。たくさんの人がこれを適用されて、一部負担金が減免される

ということにはなるわけじゃないので、財政的な出動というのもそんなにないと思いま

す、私は。だったら、万が一のときのためにこういう安全網をつくっておくというのは、

町の役割として必要じゃないかなというふうに思うんですよね。その点、私は言いたい

んですよ。

セーフティーネットということをよく言います。安全網ということも言うわけですけ

ども、その辺を町長、その福祉の向上ということを強く思っていらっしゃると思うんで

すが、これが地方自治体の大きな役割ですから、何でこの制度を検討すると言ってきな

がら後ろ向きに後ろ向きになっているのか私は納得がいかないんですけども、一体どう

いう検討をこれまでなされてきたのかお伺いしたいんですけどね。

課長が次々かわっていらっしゃるのでその辺の実態がわかるのかどうかわかりません

が、県内の他の実施している町の状況だとか、あるいはこれを実施したらどれぐらいの

財政出動が必要なのかとか、シミュレーションですね、そのようなこともしていらっし
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ゃるんじゃないかなと思うんですけども、どういう検討をなされてきたんでしょうか、

お聞きしたいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。担当より答えさせていただきます。

○住民生活課長（森田 典子君） 議長、住民生活課長。

○議長（野口 俊明君） 森田住民生活課長。

○住民生活課長（森田 典子君） お答えいたします。

大山町の国保の財政の運営状況が大変厳しい状況にあるということは、重ねて御説明

させていただいておるところですけれども、この状況は大山町にかかわらず全国的、ま

た鳥取県下でも国保を取り巻く財政的な状況というのは同じ傾向にございます。

県下のこの一部負担金の減免制度の状況でありますが、２３年の、２３年度の状況報

告として出ております数値で見ますと、４市の方は制度化されております。それから、

町村におきましては８町村が制度化されておりまして、残りの７町村におきましてはま

だ制度化に至っていないという状況がございます。やはり厳しい社会情勢の中で、各町

村とも財政運営を見ながら、制度化についての検討がされておる状況かというように考

えます。以上です。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） 答弁もうちょっとしてもらいたいんですけども、今、他

の市町村の例を言われましたけども、４市８町村制度化されてると。これは前進してる

んですよ、県内で。後ろ向きの言い方に聞こえましたけども、どこも財政が大変だから

やられてないんだというふうな言い方に聞こえましたけども、この厚労省からの通知が

出る前は５つの自治体だったというふうに聞いております。それが１２の市町村にふえ

てるじゃないですか。これは通知があったからやろうということよりも、やっぱり必要

があるから通知もあったことだし、これは必要だからこういうセーフティーネットとし

て準備しとこうと、こういう条例規則をつくっておこうという自治体のあらわれじゃな

いですか。ところが、まだしてないところがあるということをおっしゃるということは、

一体何のためにあるのと、この保険行政はということを言いたいですね、私は。大山町

は何でこの中に、制度化に向けてやるんだと、町民の安心づくりのために制度化するん

だというふうに踏み切れないんでしょうかね。一体検討されてきたんでしょうかね、こ

れに向けて。そこをもうちょっと、最初、今先ほど聞いたんですが、どういう検討がな

されてきたのか。ほったらかしだったんですか、お聞きしたいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。担当の方より答えさせていただきたいと存じます。
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○住民生活課長（森田 典子君） 議長、住民生活課長。

○議長（野口 俊明君） 森田住民生活課長。

○住民生活課長（森田 典子君） お答えいたします。

課題として、この問題について課題として受けとめてきてはおりますところです。課

題としては見てきておるところではありますが、平成２１年度から医療費の総額が増加

の一方をたどり、単年度の収支が赤字ということで続いております状況、それから歳入

の面では厳しい経済情勢が続く中で被保険者の皆様の負担感を配慮しまして、国保の基

金で基金の取り崩しによりましてその収支の赤字の補てんをしてまいったというような

そういう状況というものを常に見比べながら、課題として見てきておるという状況にご

ざいます。

何度も申し上げますが、現在このような厳しい財政運営のもとにありまして、国保制

度を支える根幹でもあります公平な負担、被保険者の方の税の負担、それから今の低所

得者への、低所得の方への減免といったことの均衡といいますか、そういった面を常に

見定めながら、慎重に検討をしていきたいというような今の状況にございます。何とぞ

御理解を賜りたいと存じます。以上です。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） 理解を賜りたいということですが、私は理解できません

ので。課題としては受けとめているけども、どうも具体的な検討はなされなかったとい

うのが実際のところのようですので、もうこれ以上論議は進まないと思います。理由と

して、とにかくこの国保財政の厳しさということだけが理由でできないんだということ

のようです。もうちょっとこの制度をつくったらどの程度利用する人があって、どの程

度財政的にも必要になってくるのかということもシミュレーションするような、そうい

う検討が必要だと思うんですよ。そのことを私は強く要求したいと思います。本当に慎

重に、先ほどの答弁では慎重に、何でしたかね、慎重に検討を行う必要があるというの

は何かすごく後ろ向きに検討のようですので、１人の町民であっても２人の町民であっ

てもその人の命を救うことにもなる、そういう制度だという観点で前向きの方向で検討

していただきたいと思います。慎重なんていう、財政面からの慎重さだけではいけない

と思います。町民の命を救う、そういう観点での検討を、本当に前向きの検討をしてい

ただきたいと私は強く思います。

最後に、どうですか、町長、思いを聞かせてください。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。大森議員の立場の中での熱い思いということで、理解が

できないということであろうと思っております。いろいろな視点の中での判断をしてい

かなければならないという思いであります。慎重に検討するという言葉で閉じさせてい
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ただきたいと思います。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） これ以上言っても進展がないと思いますので、あとは判

断にお任せします。終わります。

○議長（野口 俊明君） これで３番、大森正治君の一般質問は終わりました。

○議長（野口 俊明君） ここで休憩いたします。再開は１０時３５分といたします。休

憩します。

午前１０時２６分休憩

午前１０時３５分再開

（11番 諸遊議員 着席 午前１０時３５分）

○議長（野口 俊明君） 再開いたします。

次、１４番、岡田聰君。

○議員（14番 岡田 聰君） 私は２問、きょう２問の質問をいたします。

１問目でございますが、昨日も吉原議員の方からかなり認知症のことについて質問が

ございました。同じような内容かもしれませんが、違った視点で質問したいと思います。

よろしくお願いいたします。

１問目ですが、認知症も集団検診にということでございます。

近年、高齢者の認知症の増加傾向がますます顕著になり、認知症高齢者のケアが家庭

や社会全体の負荷になりつつあります。また、以前は認知症疾患の多くは治療が困難で、

早期発見や早期治療に余り意義がなかったのが、事情が一変しつつございます。早期治

療が効果をもたらすようになり、特にアルツハイマー病に対して幾つかの治療薬が開発、

市販化され、軽度の患者に対して効果が高いとされております。こうして認知症の早期

診断が直接治療に結びつき、さらには認知症の進行をおくらせるということで、介護予

防につながっていくという可能性が見えてきております。ふだんの生活における認知症

予防対策の啓発はもとより、集団検診に認知症も加え、早期発見、早期治療によって介

護費や医療費の低減につなげてはどうかただします。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） はい。議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。岡田議員の１番目の質問であります、認知症も集団検診

にということにつきましてお答えをさせていただきます。

本町では、高齢者人口がふえるに比例をいたしまして生活機能が低下をし、支援を必要

とする方々がふえておりまして、家庭はもとより医療、介護福祉などの社会的な支え合
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いの仕組み、これの負担も増加しているところであります。

支援が必要となります要因の一つに認知症の発症があり、その予防及び支援対策につ

いては町の大切な重要な柱であると認識をいたしております。

認知症の早期発見につきましては、吉原議員さんへの答弁でも触れましたけれども、

集落での転倒予防教室やサロンにおきまして、タッチパネル式検査器を用いた簡易検査

によって行っているところであります。この検査で認知症が疑われる場合には、疑われ

る方には、専門医やかかりつけ医などに相談をするよう勧めているところであります。

認知症検査を集団検診ではどうかという御質問でございます。御提案でございますが、

現在本町で行っています認知症の検査につきましては、先ほど申し上げましたタッチパ

ネル式検査器を使用したものでございまして、認知症の疑いがあるかどうかを判定する

第１段階であるととらえております。認知症の検診は、第１段階でこの認知症の疑いの

ある方には、続けて第２段階の専門医の問診など検診を受けていただくことになります。

この認知症を集団検診で行うことは、ただいま述べました第１⋞第２段階、これの検査

を一体として行うことになり、専門医や検査機材の確保など、検査環境の整備が可能か

どうかを見きわめる必要がございます。

また、受診する側にとりましてもデリケートなものがあり、集団検診になじむかどう

かを含めて現段階ではほかの自治体で取り組みの事例を参考にしながら、導入の可否を

検討する必要があると感じております。

さきにも述べましたが、現在は集落に出かけて行う転倒予防教室などで認知症の簡易

検査を行っておりますので、当面は引き続きこの事業を実施をするとともに、多くの町

民の皆様に認知症の理解を深めていただく、この理解を高めていただく。そのため、包

括支援センターが実施をしておりますところの認知症サポーター養成講座、これを初め

とする各種の啓発、支援事業の取り組みを行って、早期発見、早期治療につなげていき

たいと考えております。以上で答弁にかえさせていただきます。

○議員（14番 岡田 聰君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 岡田聰君。

○議員（14番 岡田 聰君） 何年も前に実施された研究でございますが、ちょっと興

味深い研究がございます。大学と自治体が共同で行った調査研究でございますが、人口

８，６００人ぐらいの町で行われた調査でございます。そのうちの高齢者１，２５０名

余りを対象に調査を行ったようでございます。最初のテストはファイブコグというテス

トだそうですが、これは手先の運動スピードをはかるような簡単なテストのようですが、

このテストによって１，２５１名のうち６０数名を選別したようでございます。６４名

の方々を新たに２次検査、いろいろな精密検査を行いましてこの６４名の方々を３つの

群に分け、１つの群は１８名、２つ目が１４名、３つ目は３２名ですが、１つ目の群は

介入群ということで、調査は１年間ですが、１年間介入群の１８名の方々には家のリフ

ォームだとかあるいは踏み台昇降、それから踏み台昇降のような有酸素運動、それから
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健康的な食事指導も行われたということでございます。それから２つ目の群、これは啓

蒙講和群と名づけてますが、１年間の間お話だけ聞いてもらう。いろいろな健康に関す

る話を聞いてもらう。それから、３つ目の３２名の方々は従来生活維持群ということで、

何も干渉せずに従来の生活を続けてもらったというようでございます。

その１年後の調査結果ですが、１番目の介入群は記憶と言語で非常にいい改善が見ら

れた。また、脳の検査で改善も認められ、認知症への進行は全くなかったということで

ございます。それから２つ目の群、これ講和を聞いた群でございますが、１４名のうち

２名が認知症に進行した。それから３つ目の群、従来の生活を続けてもらった、何も干

渉せずに従来の生活を続けてもらった３２名のうちは、１２名もの人が認知症に進行し

たという興味深い調査研究がなされております。そういうことで、非常に認知症に対し

ては、予防に対しては各種リハビリテーションというような取り組みが非常に有効であ

るというような結果でございます。そういう意味でも町のこの集団検診に加えていただ

いて、早い時期からそういう働きかけをしていって認知症発症を抑えるというようなこ

とが非常に有効だと思いますが、いま一度やり方を工夫してでも集団検診やれないもの

かどうか、もう一度お願いいたします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。集団検診ということについてであります。担当課の方か

ら答えさせていただきます。

○保健課長（後藤 英紀君） 議長、保健課長。

○議長（野口 俊明君） 後藤保健課長。

○保健課長（後藤 英紀君） 御質問にお答えさせていただきます。

先ほど、集団検診による認知症の検診ができないかということでいただきました。町

長の答弁にもありましたように、認知症の検診につきましては第１段階、第２段階と検

診を重ねてまいります。第１段階につきましては簡易なものですので、これは集団検診

にもなじむかとは思いますが、第２段階の専門医及び専門的な機器を使いました検診に

なりますと、その時間的な所要時間もございまして、一堂が会しての検診となりますと

なかなか難しい面もあるかなというふうに考えております。まずは先進的にそういう検

診を取り組んでいらっしゃいます他の自治体を調査をさせていただきまして、どのよう

に取り組んでいらっしゃるか、これをまずは把握させていただきたいなと。それ以降、

この件につきましては検討していきたいというふうに思います。

○議員（14番 岡田 聰君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 岡田聰君。

○議員（14番 岡田 聰君） 県内ではちょっとよく把握してないんですが、県外では

いろんな自治体が実施されているようでございます。

ただ、先ほどの答弁にもございましたが、２次検診、３次検診となるとかなりなサポ

－１３１－



ート、医療体制、医師などが必要だということで、そこら辺は２次検診、３次検診は難

しいかと思いますが、町で行うその１次検診だけでも、例えば簡単にできる集団検診、

今いろいろとがん検診を行っていらっしゃいますが、その場で行えるような、ついでに

行えるような１次検診だけでもやっていただいて、いただければかなりいいんじゃない

かと考えます。

というのは、この問題、質問を出すに当たってちょっと、この質問を出したきっかけ

は、高齢者等の老人クラブとの懇談会でそういうものをやってほしいという要望をおっ

しゃった方がいました。昔と違って、昔は本当に認知症といえばちょっと特異な目で見

るようなデリケートな感じでございましたが、最近は高齢化とともにだれにでもかかる

ような、だれもがかかるような病気になってきております。その点で、昔のようなデリ

ケートのような考えでは今高齢者の方々もないと思いますので、そこらあたりは意外と

受け入れてくれるのではなかろうかと思いますが、１次検査だけではうまくいかないか

どうか、担当者、担当課長、答弁をお願いいたします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。担当より答えさせていただきます。

○保健課長（後藤 英紀君） 議長、保健課長。

○議長（野口 俊明君） 後藤保健課長。

○保健課長（後藤 英紀君） お答えさせていただきます。

１次検査だけではどうかということでありますけれども、専門的な医師の判断といい

ますものがやはり最終的には検査の中では必要になってくるかというふうに存じます。

なかなかその専門的にそういう認知症の判断ができる医師等につきましては、その確保

が検診の中では難しいというふうにも聞いております。

ただ、先ほど岡田議員さんが言われました１次検査、これを集団検診の中でもできな

いかということにつきましては、ただいま各集落において出かけております転倒予防教

室で簡易なそういう検査をしております。それが集団検診の中で実施できるかどうかは、

関係する部署の方とも協議をしながら検討を進めていきたいと存じます。

○議長（野口 俊明君） 岡田聰君。

○議員（14番 岡田 聰君） 転倒予防教室等でやっていらっしゃるようですが、転倒

予防教室などに来られる人は本当わずかな方だと思います。そこら辺で、もっともっと

多くの方々に認識していただいて１次検査を実施していけば、早期発見につながるので

はなかろうかと考えます。その点、もう一度お答え願います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。担当より答えさせていただきます。

○保健課長（後藤 英紀君） 議長、保健課長。
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○議長（野口 俊明君） 後藤保健課長。

○保健課長（後藤 英紀君） １次検査、転倒予防教室でいらっしゃる方、大体６５歳以

上の御高齢の方が中心になる教室でございます。大体１１月までに５８回、転倒予防教

室をしておりまして、約７９６人の高齢者の方に御参加いただいております。

今のところ、全員の方につきましては認知症という第２次のものまではいっては、済

みません、全員に認知症の検査をしているわけではございません。

それを集団検診の中でということになりますと、検診の対象者の中には幅広い年齢層

の方がいらっしゃいまして、できるだけ高齢者の方にお越しいただくときにあわせてそ

れができれば可能ですが、ただ１つ、やはり集団検診となりますとたくさんの方のいら

っしゃる中でのそういう認知症の検査ということがありまして、先ほど町長の答弁にも

ありましたが、ちょっとデリケートなこの検査でもありますので、それがうまくできる

かどうかにつきましてもやはり検討を重ねていくことが必要かと思います。

ただ、やっぱりそういうたくさんの機会をとらえての検査をするということにつきま

しては、やはり必要なことではないかなということは認識しております。以上です。

○議長（野口 俊明君） 岡田聰君。

○議員（14番 岡田 聰君） 特殊なものという感覚は、高齢者の中でも大分違ってき

ていると思います。例えば運転免許を受けるときに簡単なテストがございますが、そう

いう感覚で、今、先ほど最初に申し上げましたファイブコグというような手先の運動ス

ピードをはかるようなテスト、これは簡単なテストですが、意外と興味を持ってどなた

でも受けてもらえるのではないでしょうか。私たちも、そういうものがあればやってみ

たいような気があります。ということで、本当に簡単にできる、皆さんが気楽にできる

ようなことをぜひ今後は考えていただきたいと。

その１点と、それから啓発に関してでございますが、高齢化とともに非常に認知症も

ふえているということで、関心はかなり高まっていると思います。講演などもやってい

ただいておりますが、認知症に関して早期発見すれば進行をおくらせる、認知症の発症

を防げるというような啓発文書、パンフレットなどをもっともっと啓発に努めてほしい

んですが、その点のお考えはどうでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。岡田議員より、気軽にできる方法のお話と、それから啓

発活動ということについての御質問でありました。担当より答えさせていただきます。

○福祉介護課長（戸野 隆弘君） 議長、福祉介護課長。

○議長（野口 俊明君） 戸野福祉介護課長。

○福祉介護課長（戸野 隆弘君） 啓発についての取り組み状況につきまして、答弁をさ

せていただきます。

昨日の吉原議員さんからの御質問に対しましても、町長の答弁の中でその一端を紹介
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をしております。重複するところではございますけども御説明させていただきますと、

大山町では介護予防推進指導員を２２年度から設置をいたしまして、この啓発等含めて

力を入れてまいっておるところでございます。

認知症のサポーターの養成、これは認知症を正しく理解して御本人やあるいは御家族

の方を支えるという役割の方でございますので、こういった方がふえていくことが啓発

のベースになると思っております。現在までに１，７００名を超える方にこの講座を受

講していただいて、サポーターを養成してきております。これが取り組みの中では最も

大きな啓発活動、今、中心に据えておるところでございます。

そのほかには、認知症の講演会、昨年度と今年度実施しておりまして、一般町民の方

々に６０名から８０名ぐらいの参加をいただいて、開催をしてきておるところでありま

す。

そのほか、認知症家族の会を町内で現在それぞれの旧町ごとに３つの会を立ち上げて、

そういうところで御家族の皆さんを通じて啓発の一環を、家族の会の支援ということも

その一環かと思っております。

もっと広報とかその他のものにつきましても、これからもっと活用していかなければ

ならないというふうに思っておるところでございますので、その辺を今後は工夫をして

まいりたいと思っております。以上でございます。

○議長（野口 俊明君） 岡田聰君。

○議員（14番 岡田 聰君） はい。では、続いて２問目に参ります。

町単独発注工事の工事費単価は適切かということでございます。

単町費あるいは農林関係の工事では非常に工事単価が低く、工事費単価が低く、大抵

の工事が赤字となり、持ち出しでやっている。とてもやっていけないという声が多いよ

うでございます。会社は経営努力をして何とか収支とんとんまで持っていくことで、町

内の雇用が守られていくと思います。それがどう努力しても赤字ばかりとなれば雇用が

守れなくなり、大山町にとっても大きなマイナスとなると思います。

昨今の厳しい経済情勢の中、単価を切り詰めなければならない事情もわかりますが、

せめて県工事に近いような単価設定はできないのか。単価だけじゃなく総額でございま

すが、経費も含めてそこら辺検討はできないのかどうか、お願いいたします。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。岡田議員の２番目の質問であります町単独発注工事の工

事費単価は適切かということに、御質問にお答えをいたしたいと存じます。

工事費の積算につきましては、補助事業の一般土木工事につきましては鳥取県県土整

備局、県土整備部が定めておりますところの土木工事標準積算基準書及び土木工事実施

設計単価を、また農林工事につきましては農林水産省が定めております土地改良工事積
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算基準及び土木工事実施設計単価を、また土木工事実施設計単価が設定をされていない

場合、これは建設物価積算資料、見積もり単価を使用して積算を行っているところであ

ります。

また、町単独工事につきましても町独自での積算基準はなく、すべて鳥取県及び農林

水産省の積算基準書及び土木工事実施設計単価を準用して工事費の積算を行い、入札に

付すあるいは地方自治法に基づく随意契約を行っているところであります。

以上で答弁にかえさせていただきます。

○議員（14番 岡田 聰君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 岡田聰君。

○議員（14番 岡田 聰君） 当然のことですが、いろいろ積算基準等に基づいてやっ

ていらっしゃるようでございますが、設計によって出された金額そのまま発注金額にさ

れることはないだろうと思いますが、そこら辺のカットといいますか、削減率といいま

すか、大きな工事は非常に経費とかがかなり見られていて採算に合うのだろうと思いま

すけども、同じような考えで、小さい工事はそういう同じ考えでやっておられるのかど

うか。多分、小さい工事は経費などがほとんど見てないのかもしれません。

それと、同じような削減率といいますか、発注時の工事費切り下げ率といいますか、

そこらあたりは大きいものでも小さな例えば農林関係でも、あるいは一般の建設の道路

工事なんかでも同じ削減率でやっているのかどうか、伺いたいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。担当より答えさせていただきます。

○建設課長（池本 義親君） 議長、建設課長。

○議長（野口 俊明君） 池本建設課長。

○建設課長（池本 義親君） ３点の御質問だと思います。

まず、１点目の設計金額が発注金額との差があるかということでありますが、これは

歩切りといった専門用語だと思いますけども、それはほとんどございません。ただ、金

額に端数が出ますので、端数調整程度であります。

また、これは町長が定める金額でございますので、担当課の方ではその金額につきま

しては設定はいたしておりません。

次に、大型工事と小型工事との経費の差ということでありますが、諸経費形態につき

ましては土木、農林とも工事が大きくなればなるほど経費率が下がるような仕掛けにな

でおります。と申しますのは、同じ例えば四、五十万の工事クラスもあるんですが、会

社、請負、その業者さんの会社としては年間当然会社の経費というものがかかるわけで

すので、小さい工事になるとそれだけロスが出るということがありますので、諸経費形

態は大きい工事になればなるほど下がってくるといった形態になっております。

次に、工事費の引き下げ率ということであります。これは制限価格のことでしょうか
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ね。制限価格のことでしょうか。ちょっとはっきりわかりませんけども。

○議員（14番 岡田 聰君） はい。

○建設課長（池本 義親君） 実は、制限価格につきましてはそれぞれ自治体で定めてお

りますが、ほぼ一緒であります。ただ、県の工事にありましては大きい物件ということ

もありまして、９割入札といったやな実態が近年事例として起こっております。ただ、

町の工事におきましては、先ほど申し上げましたようにもともと額が小さいということ

もありますので、そこまでは入札業者の方も下げることはないというふうな結果が現在

ある状態であります。

○議長（野口 俊明君） 岡田聰君。

○議員（14番 岡田 聰君） はっきりした私もデータがあるわけでないので何ですが、

ただ、災害復旧工事などでは非常に利益どころか持ち出しが多いという話を聞きます。

小さな工事が結構多いでしょうけども、工事現場まで行くまでの例えば仮設道路が必要

になってもそこらあたりは見てもらえないとか、そういったことがあって全体的になか

なかとんとんまで持っていけないというような現状なのか。特に農林関係の災害復旧、

それから暗渠工事など、建設業者はだれも敬遠したいというようなことを言っているよ

うで、何が原因なのかちょっとよくわからないんですが、小さな工事でそこらあたりの、

例えば災害復旧なんかでは仮設などはほとんど見られてないのかどうか、もう一度お答

え願います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。担当より答えさせていただきます。

○建設課長（池本 義親君） 議長、建設課長。

○議長（野口 俊明君） 池本建設課長。

○建設課長（池本 義親君） 災害復旧工事におきまして、仮設工事が見れないのかとい

った内容だと思います。

これは農林の災害のことをとらえておられると思います。一般土木工事については、

すべて仮設道路が認められております。ただ、農林の工事にあっては、コウ運搬といっ

た積算体系になっております。したがいまして、特に農地の中を入っていってその工事

箇所まで行くといった距離もあるわけですけども、それが農林では国の積算基準に基づ

きまして仮設道路については認められてないといった状況であります。そのかわりにコ

ウ運搬といった歩掛かりを使用しまして、幾らかの運搬の上乗せ単価があるといった状

況であります。

ただ、あとは現場の方の段取りぐあいによりまして、天候に左右される場合が土工事

でありますので多くあるわけでありまして、あとは段取りのよしあしといったことで、

その工事費の水揚げが大きく変わってくるというふうに思っておるところです。

○議長（野口 俊明君） 岡田聰君。
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○議員（14番 岡田 聰君） 町内の建設業者、大きいとこもありますが、小さい業者

が結構多いと思います。何とか今まで努力して生き残ってきた業者、会社でございます。

やっぱり町内の雇用を守るため、産業を守るため、将来にわたって会社が維持できなけ

ればならないと考えます。そこらあたりいろいろ事情はあるとは思いますが、業者側の

声にも耳を傾けていただいて、適切な工事発注、工事発注金額というものを考慮してい

ただきたいと思いますが、いま一度答弁をお願いします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。岡田議員より質問いただきました。財政的な問題がござ

いますので、それぞれの町の財政の中でいろいろと考慮していくところでありますけれ

ども、特に国の事業、県の事業等々を絡めながら、御指摘の、あるいは御提案があった

思いを受け、取り組みを進めてまいりたいと存じます。よろしくお願いいたします。

○議長（野口 俊明君） これで１４番、岡田聰君の一般質問は終了しました。

○議長（野口 俊明君） 次、７番、近藤大介君。

○議員（７番 近藤 大介君） はい。そうしましたら、通告に従いまして今回は１点、

これからの住民自治についてということで町長にお尋ねしたいと思います。

皆さん御承知のように、あさっては衆議院議員の選挙がございます。マスコミ報道な

どを見ますと、自民党が単独過半数をとるというような予測もあるわけですが、選挙の

争点は原発問題ですとか消費税のことなどが大きく取り上げられておりまして、マスコ

ミの方では余り報道はされておりませんけれども、次に政権復帰がもう確実とも言える

ような自民党の選挙公約の中には、道州制を実施するということが含まれております。

今ある４７の都道府県の制度をやめて、日本を１０の、１０個の州に分けて地方自治を、

新しい国の形をつくっていくという政策が盛り込まれております。

そういう現在の状況の中で、道州制の実施もこれからあり得るという状況の中で、こ

れからの住民の自治はどうなっていくのだろうかということを問いたいと思います。

まず１点目、道州制について、実現の見通しや実施された場合の大山町への影響を含

め、町長はどのように考えておられますか。

２点目、町長は就任以来、集落に軸足を置いたまちづくりということを盛んにおっし

ゃって事業を進めてこられました。その成果を今どのように総括されますか。

また、同時並行のような形で住民自治組織支援事業についても実施しておられます。

まちづくり推進員さんの事業でございますが、これについての総括どのようにされます

か。

３点目、先般、大山町の高麗地区におきまして、住民の自主組織としてかあら山とい

う取り組みがなされました。これについて、今後どのように支援していかれるお考えか。

４点目、先ほども申し上げましたけれども、集落に軸足を置いたまちづくりと、集落
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を基本にやる住民自治と、それから旧小学校区程度を考えている住民自治組織支援事業、

この２つでは住民自治の施策として同時並行で行っていることに一貫性がないように私

は感じるわけですけれども、町長としてはこの２つをどのように整理しておられるのか。

また、地方分権の中で今後大山町の住民自治はどうあるべきだと考えておられるのか。

それに伴って、住民自治の施策を今後どのように展開していくとお考えか。

以上、４点についてお尋ねをいたします。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） はい。議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。近藤議員から、これからの住民自治についてという御質

問いただきました。お答えをさせていただきたいと存じます。

まず、１点目の道州制について、実現の見通しや実施された場合の本町への影響につ

いてということについてでございます。

今回の衆議院選挙の各党の公約、マニフェストによりますと、多くの政党が道州制の

導入を分権の柱として打ち出しております。地方公共団体におきましては、道州制の導

入については意見が分かれておりまして、道州制に積極的な知事と政令都市の市長で公

正する連合は、各政党に道州制の理念や工程表を示した推進法の早期成立を要請いたし

ております。一方、全国町村会では、このたびの１１月２１日に開催をされました全国

町村長大会において、道州制に対して反対をするという特別決議を行っている状況であ

ります。

道州制の実現の見通しということでございますが、全国の町村の根強い反対もありま

すので、実現の見通しには不透明なものがあると考えております。

また、道州制が実施された場合の影響ということでありますが、道州制を導入した場

合の基礎自治体としての市町村の機能を現在のままとするのか、それとも新たな機能を

持った主体とするのか。また、国や県からどの程度の事務権限を移すのかなど不明でご

ざいまして、本町への影響につきましては判断しかねるところであります。国における

議論を注視してみたいと思います。

２点目の集落に軸足を置いたまちづくりの成果についてであります。

私がこれまで訴えてきました集落に軸足を置いたまちづくりとは、住民生活における

さまざまな問題が発生をいたしております現場、基本であります集落に行政が積極的に

出向き、住民さんと粘り強く対話を重ねる中から行政ニーズや課題をくみ上げ、これを

施策につなげる。また、住民の皆さんと一緒になって集落の活性化を図っていくという

ことであります。

このような点から振り返りますと、これまで私みずからが集落に出向き住民の皆さん

と意見交換を行ったりしております集落行政懇談会、これまで５０の集落で実施をいた

してまいりました。また、集落の課題、将来の姿、活性化などについて語り合っていた
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だく集落の健康診断、これを６５の集落で実施をしていただいております。さらには、

まちづくり地区会議では、まちづくり委員さんと役場の職員が集落に出向いて地域づく

りについて意見交換を行う出張座談会、これを３２集落で実施をいたしました。こうし

た取り組みを進める中で、２１の集落で地域活性化支援事業を活用した取り組みが進ん

でいるところであります。また、出張座談会を全集落で実施をされました高麗地区では、

ふれあいの郷かあら山の組織、この設立に至りました。

次に、住民自治育成支援事業についての総括についてであります。

この事業は、旧小学校区単位で地域づくりを進めるまちづくり地区会議に関する事業

であります。まちづくり地区会議につきましては、平成２１年以降、まちづくり推進員

さんを選出いただき検討が進められ、任期終了後の本年からは新たにまちづくり委員さ

んを選出し、まちづくりのこの活動の実行と、そして組織化に取り組んでいただいてお

ります。現時点では、まちづくり活動の実行ということにつきましては本年２月に御来

屋地区で防災炊き出し訓練、９月には庄内地区で海岸一斉清掃、１０月には所子地区で

防災訓練などが実施をされております。

また、組織化につきましては、高麗地区でふれあいの郷かあら山が設立され、また上

中山地区では旧保育所を有効活用するための学びの里甲川管理運営委員会が設置をされ

て、住民主体の地域づくりの取り組みが進められつつあるところでございます。

しかし、これらの取り組みは全体として見れば第一歩を踏み出したところでございま

して、今後取り組みを強めていきたいと考えております。

３点目の住民の自主組織等に対する今後の支援についてでございます。

今後の人口減少、高齢化による集落の活力低下への懸念に対して、周辺集落との連携、

またこれを地区全体でサポートする仕組みとして地域自主組織を立ち上げ、モデル的な

取り組みを推進したいと考えております。まずはふれあいの郷かあら山のように、おお

むね旧小学校区を単位として住民主体でさまざまな公共的な活動を行う組織を先行的に

立ち上げるこの意欲のある地区に対して、新たな支援制度を検討いたしております。先

行的に地域自主組織が複数立ち上がることで、ほかの地区にも活動事例やそのノウハウ

が伝わり、大山町全体に地域づくりが広がっていくことが期待されるところであります。

４点目の集落に軸足を置いた町づくりと住民自治組織育成支援事業の一貫性について

の御質問にお答えをさせていただきます。

集落の活性化を図るためには、各集落を個別に支援する働きかけと、地区、いわゆる

旧小学校区全体の活性化に取り組む中で集落の活性化を図るという双方の働きかけ、こ

れが必要と考えております。集落でできることは集落で実施をしていただく。その上で、

個々の集落でできないことを集落の連携により地区全体で取り組むことにより、個々の

集落にとってもメリットとなっていく。

また、小規模な集落を地区全体で支援することが必要であります。例えば、高麗地区

のふれあいの郷かあら山でまさに進めようとされている放課後の子供の居場所づくりは、
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地区の全集落が単独で個々に実施することは容易ではございません。しかし、地区全体

で取り組むことによってこのような取り組みも可能となり、これは集落にとってもメリ

ットとなります。このように少子高齢化の進展によりますところの集落への直接的な働

きかけとともに、集落の連携により地区全体で支え合う仕組みを並行的に構築する必要

があると考えております。

最後に、地方分権の中での大山町の住民自治のあり方、住民自治施策の今後の展開に

ついてでございます。

私は、地方分権が進むから住民自治を進めるということではなく、住民自治は地方自

治の根幹であると考えております。住民自治の基盤がないところに幾ら施設をつくった

り、あるいは国や県からの補助金を投入しても、その効果は持続しないものと考えてお

ります。このため、町民によりますところのグループ活動、これの育成あるいは強化や、

集落また地域自主組織などを通じた協働の地域づくり施策、これが不可欠でありまして、

スタートした先導的な地域自主組織モデル、これを支援、事業化をして、その後の充実、

本格化に向けたいと考えております。

以上で答弁にかえさせていただきます。

○議員（７番 近藤 大介君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 近藤大介君。

○議員（７番 近藤 大介君） 長々と御答弁いただいたんですけれども、議員の皆さん、

管理職の皆さん、今の答弁で森田町長が目指す住民自治の姿、集落に軸足を置いたまち

づくりとは何か、住民自治自主組織とは何か、理解ができたんでしょうかね。何度もこ

の点に関して、問題に関しては町長から答弁もらってるんですけど、私は何回聞いても

町長が目指すところが一体何なのかどうも理解ができません。住民の皆さんも、特にこ

の問題に関し森田町長のビジョンがよくわからないという話を聞いております。

今の御答弁で私が何となくわかったと思うのは、どうも町長は地方分権の意味も住民

自治の意味も余り理解しておられないのかなというところが一つわかったかなというと

ころなんですけれども、まず道州制のことから少し、もう少しお話を伺いたいと思いま

す。

なぜ今回住民自治の問題に絡めて道州制の話も持ってきたかというと、もう自民党は

既にことしの９月、自民党の道州制推進本部において道州制基本法案を既に政策してお

ります。政権をとった後には、道州制推進に向けた組織を内閣府なり政権内部につくっ

て、着々と、あるいは少しずつでも進めていかれるのだろうなと思います。それがスム

ーズに制度が実施されるかどうかは、今後の議論をまたなければならないところももち

ろんあろうと思います。町長おっしゃるように全国町村会は拙速な導入に反対ですし、

全国の町村議長会もこれは地方の町村にとって切り捨てになるだろうということで反対

をしておるところですから、必ずしもスムーズにはいかないかもしれない。けれども、

振り返ってみれば平成１７年に大山町は３町で合併しました。平成１７年の１０年前、
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平成７年、８年のころには、まさか町村合併なんてだれも考えてなかった。ところが平

成１２年、地方分権一括法が国会で可決したら、もうあれよあれよという間に、５年の

うちに３町合併となったと。そのことを思い出せば、これから先１０年以内に道州制が

実施される可能性は消して低くない。少なくともそれを想定しながら、もしそうなった

ら大山町はどうなるんだろうか。それをやはり町のトップが考えながら、これからの町

政運営をしていくべきだと私は思います。

そして、その自民党の道州制推進本部において検討されている具体的な中身としては、

道州制、国は国家の基本的な施策を中心にやりますと。それ以外のさまざまな事務なり

権限が新しくつくる従前後の州政府に移管すると。州政府は、独自に地方自治をやって

いくと。そういった中で、自民党で検討される案としては州政府の下の基礎自治体、い

わゆる市町村ですけれども、今現在県がやっている事務の大半を今度は市町村に移管す

るということになるので、人口の少ない市町村ではそれが受けれない。大体、少なくと

も１０万人以上の市町村を想定した基礎自治体を考えておるようです。

となると、大山町は単独のまちづくりをしたいと思っていても、県からおりてくる事

務に果たして受け入れることができるんだろうかと。財政的には大丈夫なんだろうかと。

となると、やむを得ず好むと好まざるとかかわりなく米子市との合併というものを検討

せざるを得なくなるというのは必然であります。そうなると、今、大山町には１６８の

集落があるんです。自治会があるわけです。１６８の今の大山町の自治会を、個々それ

ぞれ今みたいに丁寧に米子市が面倒見てくれるでしょうか。職員も恐らく半分以下に減

らされるでしょう、大山町内の職員がね。今でさえ３町合併して集落の隅々まで目が行

き届かなくなった状態でおるのにもかかわらず、これが米子市との合併になって、町長

は集落集落とおっしゃいましたけども、米子市になった場合でも、１６８ほとんどの集

落が３０軒前後ですわ。そういった自治会が単独で自治を実施できるでしょうか。私は、

大変その辺を不安に思っています。道州制の実現の見通しや大山町への影響に対して、

町長は実現性は不透明があると、何とも言えないと。そうなったら、実現したらどうな

るか。まあ先のことだけん判断ができない、わからないということで、この先本当に１

０年以内に起こり得る大山町の非常に大きな曲がり角というか岐路、あるいは危機に対

して全く危機感が感じられないように感じるんですけれども、町長、本当にそれでいい

んでしょうか、お答えください。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。近藤議員が道州制について今るる述べられました。述べ

られた中に、党の名前まで出された。この時期であります。１２月１６日に国民の審判

があります。この時期に触れることかなと思っております。

あわせて、想像、近藤議員の思い、想像の中でいろいろな具体的な話をされましたけ

れども、この時期に話すことであるのかなと思っております。想像のまだ世界であると
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思っております。そのような思いで今聞かせていただいたということで、答弁にかえさ

せていただきます。

○議員（７番 近藤 大介君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 近藤大介君。

○議員（７番 近藤 大介君） 私は事実だけを述べておるわけでございまして、それに

対して、それ以上でもそれ以下でもないわけですけれども、結局のところそういうこと

は余り危機として感じていらっしゃらないというふうに、やっぱりなということで受け

とめておきますけれども、集落に軸足を置いたまちづくり、結局何なのかなとやっぱり

は町長の考えがよく理解しかねるわけですけれども、成果として集落の健康診断を６５

集落で実施したとか、そういうことも上がってるわけですけれども、２年前の、３年ま

でなりませんね、２年ぐらい前の一般質問の中で、町長はこの集落の健康診断、少なく

とも二、三年中、いわゆる町長の今の任期中には全集落で実施できるように取り組みた

いというようなことをおっしゃっていました。今現在で６５集落、まだ３分の２近い集

落で健康診断ができてないわけです。集落自治の基本としてまず集落の健康診断をやる

ということをおっしゃっておられながら、実際３分の２も残っている。これで余り、成

果というよりも全く進んでないのではないかというふうに私は思うわけですけれども、

取り組みに対しての反省点などございましたら御答弁ください。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい、議長。先ほど近藤議員より道州制についての言葉を返さ

せていただいて、近藤議員なりの受けとめ方というぐあいに承知をさせていただきたい

と思っております。首長としてさまざまな思いや考えといったことはあるわけでござい

ますけれども、きょうの言葉についてはこのことでとどめさせていただきます。

それから、集落の健康診断進んでいないのではというお話であります。

それぞれの取り組み、特に住民の主体のまちづくり、住民参画のまちづくり、その取

り組みを進めていく中で、やはり生活の基盤でありますところの集落の皆さんが自分た

ちの住んでるところをいま一度振り返っていろいろと話し合ったり、あるいは今後のこ

とを語り合い、課題を見つけ合い、そして取り組みをしていただくこと、ここを私は基

本だと思っております。そうした取り組みをしていただいた集落が健康診断ということ

で６５あるということでありまして、非常にこの数年間の中で皆さんそれぞれに取り組

んでいただいたと思っております。

あわせて、まちづくり地区会議でいろいろと取り組みを進めていかれる中で、特に高

麗地区の方でもやはりこれを進めていくには集落に理解をしていただかなければ前に進

まないではないかということで、会長さん、副会長さん各集落に出向かれて、町の職員

もそうですけれども、その説明をされた経過があります。集落のお世話をしていくトッ

プは区長あるいは自治会長であります。やはりそこに大きな大切な軸足を置いて、まち
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づくりをしていくということであります。６５の集落について取り組みが進めてあると

いうこと、それ以外でも出張座談会であったり私が出向いての集落への行政懇談会であ

ったりということで、かなりの集落でいろいろな話し合いが生まれてきたこの４年であ

ると思っております。それが原動力になって、これからの展開につながっていくものと

信じております。

○議員（７番 近藤 大介君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 近藤大介君。

○議員（７番 近藤 大介君） 町長が就任された平成２１年の６月定例議会において、

鹿島議員が自治組織のことについて町長に質問をなさっておられます。そのときの町長

の御答弁少し引用いたしますけども、そのときも「地域の自立はまず最小単位である集

落活動、これが基本だとおっしゃっておられます。そして、生活をともにしている人た

ちが伝統継承や子育て、福祉、介護、産業、観光、共同作業⋞活動など集落内で取り組

むこと、自分たちの集落は自分たちでつくり、守り、子供たちにつなげていく。そのこ

とから始めるのが大切である」というふうにおっしゃっています。

それから、同じ定例会で私も同様な質問してるんですけれども、その中で、ごめんな

さい、これは翌年の３月定例で私がした質問の答える形なんですけれども、私が地方分

権の時代にふさわしい住民自治とは何ですかという問いをした際に、町長はこういうこ

とをおっしゃってるんですけども、「住民みずから地域のことを考え、みずからの手で

始めていくことが大切だと。加えて、住民の皆さんがどちらかといえば行政への依存が

強かったのではないか」ということをおっしゃっておられます。今も同じお考えですか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 議員の方から質問をいただいた中で、集落で取り組むこと、地

域の自立が集落であるということ、そして集落でいろいろと話し合っていって、守って、

つくって子供たちにつなげていく。その基本、これは今も変わらないと思っております。

そして、行政に対する依存というお話がございました。今、住民参画あるいは地方分

権、そういったことの時代の中でいろいろなニーズがふえてきております。住民の皆さ

んの方からの求めも多くなってきております。そうしたニーズに対して、すべて行政が

対応できるという状況にはないと思っております。

一方、行財政改革というテーマの中で、職員の人数を減らしていく状況があります。

そういった状況の中で、これまで当たり前としてあるサービス、これを行政がすべて賄

えるという状況は難しくなっていく状況にあると思っております。その表現の中で依存

ということになるのかなと思いますけれども、行政が行っているサービス、これがこれ

からずっと当たり前のようにつなげていく形にはならない。だからこそ住民の皆さんの

またお力もいただきながら、一緒になってまちづくりを展開していく住民参画のまち、

協働のまちというものが叫ばれている、あるいは取り組んでいる今日であるというぐあ
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いに理解をして、認識をおります。

○議長（野口 俊明君） 近藤大介君。

○議員（７番 近藤 大介君） 町長は国信集落にお住まいです、御出身です。国信集落

というのは、大山町では２番目に大きい集落なんですよね。世帯数が８０ぐらいでした

っけ、一番大きいのは国信のお隣の所子集落です。伝統も歴史もある集落です。そうい

ったところで町長はまちづくり、村づくりの取り組みもしておられた方ですから、どこ

も似たようなことができるだろうというふうにお考えなんでしょうかね。ところが、大

山町の４分の１の集落は世帯数が２０もありません。大山町１６８集落のうちの半分は

３０世帯もありません。町長は自治の基本は集落だということで、その集落で、そのコ

ミュニティーでその子育てや福祉、介護、産業、観光、こういったものも自主的に自治

の範囲で取り組まなければならないとおっしゃってるわけですよね。高齢化が進んでい

く、若い世代が少なくなっていく。集落の中に小学生がどうかすると一人もいない。そ

ういった集落で、町長がおっしゃるようなまちづくりが本当に可能だと思っていらっし

ゃるんですか、改めて伺います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。私の村のことを例えにして、まず話をされました。私は

ある時期、大山町の各集落を何度も何度も歩き回った経過があります、時期があります。

少なくとも、近藤議員よりも集落の状況、町内の各集落の状況は私の方が承知をしてお

ると私は思っております。国信のような状況、私の村の状況がすべて似たようなもんだ

というような認識であるという表現をされました。実に情けない見方だなと思って聞か

せていただきました。

町内には、本当に数軒しかない集落もあります。近藤議員が指摘されるように、本当

に集落の機能が発揮できない状況の集落、これも一部あります。だからこそ集落ででき

ること、先ほど具体的なことをおっしゃいましたけれども、そういった活動、取り組み

ができなくなっている、これも現実であります。その集落でできないことを近隣の村と

の連携や、あるいは校区単位の地区会議、まちづくりの中で取り組んでいこうというこ

とで今動き始め、あるいは組織化が進んでいるのが今の形になってきているというぐあ

いに認識しておりますし、議員もそのように承知をしておるのではないかなと思ってい

るところであります。

○議員（７番 近藤 大介君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 近藤大介君。

○議員（７番 近藤 大介君） 平行線、話がなかなか理解できないんですけれども、も

う一つ、以前に町長は、さっきも言いましたようにこれまで住民の中でその行政に対し

ての依存があったのではないかとおっしゃっておられましたし、先ほどもその役場の職

員がこれから先もっと少なくせざるを得ないという状況の中で、その地域での取り組み
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をしてもらわなければならないというお答えもあったわけですけれども、そう片方では

言いながら、片方で言いながら、その今現在やっていることというのは１６８もある集

落に職員が積極的に出向いてと。その中で、１６８の集落一つ一つの集落と積極的に粘

り強く住民さんとの対話を重ね、そこでニーズをくみ上げて行政としてできることをや

っていくと。これは実は町長が言葉でおっしゃっておられるのとは裏腹に、住民さんの

行政依存を強めているだけではないでしょうか。当然、現場に何度も足を運ぶというこ

とは必要だと思います。住民さんとの対話ももちろん大事かもしれません。しかし、１

６８一つ一つを相手にしての行政が本当にこれから先、１０年先もできるんですか、ね

え。どうかすると米子市と合併になるかもしれない。もうそうなると、米子市役所から

はもう大山町の方なんか、特に中山の方なんか見てもらえませんよ。そうなったときで

も、住民の自治としてしっかり守るべきは守れていく、そういうコミュニティーをつく

っていくことこそが今一番町行政にとって必要なことではないでしょうか。どうでしょ

う。

今の一つ一つの部落に必要以上に丁寧に対応していくやり方、私はいつまでも続ける

ことができるとは思いません。それは職員のマンパワー的に、財源的に。むしろ今のや

り方は、集落の行政依存をより強めているのではないか。その点について、町長、どう

お考えになりますか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。近藤議員の言われている思いの部分が、なかなか伝わっ

てこないところがあります。集落にしっかりと対応できない時代が来るんだから、それ

に合わせた仕組み、形をつくるべきではないのかなというような聞こえ方になったよう

な気がするんですけれども、やはり集落に生活をし、そこでいろいろなコミュニケーシ

ョンがあり、そして本当に長年そこに住んでいる集落、コミュニケーション、それをま

ず大切にしていくということが私は基本であると思っております。

そこの中でどうしてもできないことが出てくるわけでありますので、やはりそこの部

分については今取り組みを進めております広域的な会の中で集落のフォローをしていこ

うや、できることはでもやってもらおうや、そういう今取り組みを進めているというこ

とであります。

○議長（野口 俊明君） 近藤議員の一般質問の時間ですが、ここで休憩いたしたいと思

います。再開は午後１時といたします。

午後０時０２分休憩

午後１時００分再開

○議長（野口 俊明君） 再開いたします。

７番、近藤大介君。
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○議員（７番 近藤 大介君） はい。午前中から、住民自治のあり方、これからの住民

自治のあり方ということで町長にお尋ねしておるわけですが、私は大山町が本当に高齢

化がどんどん進んでいく中で、高齢者だけの世帯もどんどんふえていっていく中で、特

に大山町、集落の規模も小さいところが多うございます。住民自治の担い手として、こ

れからは１６８一つ一つの集落では自治の主役としては、主体としては非常に難しいだ

ろうという判断の中から、校区単位なりのもっと広域的な自治の仕組みをつくっていく

べきだというふうに考えておるんですが、町長は終始一貫まずは集落に軸足を置いたと

いう住民自治をお考えのようですけれども、実はきのう吉原議員がちょっと類似したよ

うな、同じような質問をしておられるときの答弁の中には、町長が常々おっしゃってお

られる集落に軸足を置いたということは一切言われずに、何と大山町全地区で地域自主

組織の設立に全力を挙げるということをおっしゃっておられたので、私は町長もようや

く世の中の流れ、日本の国の地方の財政状況、大山町の状況をようやく理解されて、少

し方針を改められる気になったのかなというふうに思ったんですけれども、今またきょ

う議論してみると実はそうではなかったということでびっくりしてるんですけども、例

えばこれからは町が何でもかんでも住民サービスができるような状況ではありません。

その自治の主体として集落が基本なのか、それとも広域的な集落の、地域の自治組織な

り自主組織が主体となるのか。

町長は、結局その場その場で何かおっしゃってることの内容、ニュアンスが微妙に違

うんですよね。まずは集落とおっしゃってみたり、旧校区単位の自主組織が大事だとお

っしゃったり、両方やりたいということなのかもしれませんけれども、同じ例えば高齢

者向けの介護なり福祉のサービスをするとして、各集落でもやります。各集落でやるば

っかりじゃなくって、もっと広いエリアの自主組織でも同様のサービスを提供します。

受け取る、サービスを受け取る住民からしてみれば総体的にサービスの量がふえて、そ

れは好ましいことかもしれませんけれども、ただ一体そのお金はどこから出てくるのか

と。これはいわゆる二重行政というやつなんです。

町長は、よくその集落でできないことは自治組織でやる。自治組織でできないことは

町でという言い方をされるんですけれども、これ進め方として余りよろしくないといい

ますか、かつて自民党、総理大臣の小泉純一郎さんは、民でできることは民で、地方で

できることは地方でと。同じようなことを言ってるようで、ベクトルが全然違うんです

よね。上から、上下というのも本当はよろしくない言い方ですけど便宜上言わせてもら

います。国から県に事務をおろす、県から町に。今、町長はあっぷあっぷしています。

財政もこれから先厳しい。今度は住民さんにお願いしなければならない。住民さんに町

の事務をおろしていくんですよ。でないと、集落でできないことは広域の集落で、自治

組織でということになると、まあ集落で本気で取り組まなくても自主組織でやってもら

えばいい。自主組織でできんことは町にやってもらえばいいがんと。結局、事務の移譲

は全然進まないということになるわけですよね。
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現に、ここ１年ばかり未来づくり戦略室、町の主要な施策を担う看板部門ですけれど

も、未来づくり戦略室では健康診断やりましょうやりましょうというのをあんまり一生

懸命やっていらっしゃいませんよね。力を注いでおられるのは、地域自主組織の方をメ

ーンで住民自治の仕事を進めておられます。結局、担当課レベル、担当者レベルでは、

１６８のその集落に住民自治を担ってもらうのは余りにも負担が重過ぎるという判断な

んだと思います。至極真っ当な判断です。

自主組織の取り組みは本当にまだ始まったばかりで、高麗地区の取り組みに私も本当

に期待しているところなんですけれども、片方では町長おっしゃるようにこの取り組み

を全町に広げ、住民自治の受け皿として町の財政が厳しくなっても自治の分野は自主組

織がやってもらえる、そういう仕組みを今つくる、つくらなければならない、それが最

も大事な町の責務の一つだろうというふうに思っています。

時間もありませんのでもう最後にしたいと思うんですけれども、今この現在、２３年

度、４年度現在で町の財政は決して悪くはありません。基金もそこそこあります。この

ままの状態が続けばいいまちづくりができるんでしょうけれども、国のいろいろな制度

もあります。

道州制云々を最初に申し上げましたけども、仮に道州制が実施されなくても町の財源

はこれから先細ってきます。わかりやすく言うと、これから５年先には給料が３割カッ

トされると思っておけばいいんじゃないかなと私は思っています。貯金は今そこそこあ

ります。しかも今、３割先給料カットがされるのはわかっているので、そのために備え

て貯金してるんですよね。私はこれは間違いだと思うんです。そこそこの貯金は必要か

もしれませんけれども、給料が３割カットされても７割の収入で継続的に生活が維持で

きるように、生活水準を７割の給料でも維持できるような体質に改める。そういう努力

が必要なんだと思います。今ある豊富な資金は、例えば今業績がどんどんどんどん下が

っている、給料をもらっているその会社をいつかはやめて転職しようかなとか、自分の

手に職をつけようかなとか、未来に向かって自分のために投資をするために、抱えてい

くんではなくって積極的に使っていく。そういうような今大山町の財政ではないかと私

は思っています。

ちょっと最後なんであれこれ言いますけれども、今年度大山町の出生数、１年間、こ

の１年間に生まれる赤ちゃん、３月末までの推計では８２人になるそうです。合併した

時点では１５０人ぐらいありましたので、ほんの１０年もせんうちに１年間の出生数が

半分になろうとしています。

未来づくり戦略室が地域でいろんな事業を説明する際に将来の人口推計を示しておら

れて、向こう１０年ぐらいのうちに、平成３２年ですから８年ぐらいも先、ごめんなさ

い、平成４２年の予測を大体１万２，０００人ぐらいだと見込んでおられます。ついこ

の間、平成２２年の国勢調査では１万７，５００人でした。これがほんの２０年先には

１万２，０００人ぐらいになるだろうと見込んでおられます。
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私、直近の国勢調査等をいろいろ調べてみたんですけれども、１万２，０００人より

ももっと下振れするようなふうに私は思っています。２０年後には１万１，０００人。

その前、１０年後、平成３２年には未来づくり戦略室の予測では１万５，０００人と予

測しておられますけども、私はそれよりも１，０００人ぐらい下振れして１万４，００

０人ぐらいになるだろうと。なぜなら、これからその子供らをつくるであろう２０代後

半から３０代の人口が非常に速いスピードで減っているからです。そういう状況の中で、

本当に１６８一つ一つの集落で自治が担えるのか。私は大変疑問に思っています。それ

よりも、むしろサービスの量の低下を極力避けるためにも、広域での、校区単位での自

治組織の取り組み、もう町民の皆さんに将来の人口は本当にこんだけ減ります、財政は

最悪ここまで町の財源は細るかもしれない。そういった状況の中で大山町として地域づ

くりをしていくためには、住民の皆さんにこれぐらいの業務を担っていただかなければ

なりませんと。そのためには自治を担う受け皿が必要ですと、そういう説明を真摯にす

るべきだと私は思うんですけれども、済みません、町長の答弁の時間が短くなりました

けれども、町長のお考え、最後にお聞かせください。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。近藤議員、たくさんいろいろなお話をされました。話の

中では、議員の見方、一方的な視点の中でのお話、視点もあったんではないかなと思っ

ております。誤解があってもいけないなと思っております。

担当の方で一生懸命この取り組み、特に集落と地域自主組織の関係、位置づけあるい

は取り組み、先ほどお話をいただきました。少し時間がオーバーするかもしれませんけ

れども、説明を申し上げたいと思います。

○企画情報課参事兼未来づくり戦略室長（赤井 久宣君） 議長、未来づくり戦略室長。

○議長（野口 俊明君） 赤井未来づくり戦略室長。

○企画情報課参事兼未来づくり戦略室長（赤井 久宣君） 今現在、この集落への取り組

みと旧校区単位のまちづくり、これは車の両輪ということで位置づけております。集落

の取り組みは健康診断ですとか活性化交付金というのも用意をして、集落で集落の活性

化に向けて話し合いを行っていただいたりとか、そういったことをしていただいている

わけですけれども、健康診断だけではなくてまちづくり会議を通じた出張座談会、こう

いったものもしておりますし、町長さんの方も集落行政懇談会ということをしていただ

いております。

この集落の健康診断は、それによって直接的に何か事業をやるという、それで祭りが

復活したりとかそういったこともありますし、それだけではなくて集落の中で将来のこ

とを考えていただいたりとか話し合いを行っていただく。そういったことで、今まで初

めてこういう課題を知ったとか、そういったことを集落の方で感想を言っていただいた

方もいらっしゃいますし、また山奥のとこの集落に行った際には、今までこんなとこま

－１４８－



で町は来てくれなかったと、そういったこともいただいております。そういった積み重

ねが旧校区単位のまちづくりにもつながっているのかなというふうに思っております。

これはそれだけの要因ではないと思いますけれども、出張座談会ですとかまちづくり

の、健康診断ですね、これをやった集落というのは、多くやった地区というのは比較的

そのまちづくり会議の方も進捗が進んでおります。そういった意味でも、車の両輪とい

うことで今進めているところでございます。

○議員（７番 近藤 大介君） 終わります。

○議長（野口 俊明君） 以上で７番、近藤大介君の一般質問は終わりました。

○議長（野口 俊明君） 次、１番、竹口大紀君。

○議員（１番 竹口 大紀君） はい。１２月定例議会もいよいよ結びの一般質問となり

ました。近藤議員の質問を終えて、町長は幾分表情が和らいだのかなというふうにお見

受けするわけですけれども、そうです、このたびは教育委員会のみに一般質問を通告し

ております。

まず１つ目、教育委員会の情報公開ということで質問したいと思います。

情報通信技術の発達によりまして、情報発信にかかるコストは１０数年前に比べて格

段に下がってきております。しかしながら、大山町の教育委員会の情報公開は不十分で

あるというふうに考えております。議事録は公開されておりますが、閲覧する手段は教

育委員会事務局に出向く方法のみということで、またその議事録というのも全文の議事

録ではなく、要点筆記というふうになっております。そのため、実際の教育委員会の審

議経過が伝わりにくいのではないかというふうに考えております。

そこで、まず１つ目、ホームページ上で教育委員会の議事録を公開してはどうか。

２つ目、要点筆記ではなく、全文を議事録として残してはどうでしょうか。

３つ目、教育委員会の様子をテレビやインターネットで配信してはどうでしょうか。

それから４つ目、町の広報紙の一部を利用せず、独自の広報紙を発行されてはどうか。

以上、お答えください。

○議長（野口 俊明君） 教育委員長、伊澤百子君。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい、議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの竹口議員さんのまず１問目の教育委員会の情

報公開についてということで、４点の御質問をいただきました。

まず初めに、ホームページ上で教育委員会の議事録を公開してはどうかという御質問

につきましてお答えをさせていただきます。

御承知のとおり、教育委員会の公開制度というのは地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第１３条６項、また大山町教育委員会の会議規則第６条により、会議公開の原

則が規定をされております。公開することができない案件もございまして、人事に関す
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る案件や個人情報がある案件、それらを除きました議事録の公開につきましては、教育

委員会の方でも以前よりずっと検討をしてきていたところです。

今回、御質問でホームページ上で議事録公開してはどうかということで、これをいた

だきまして前向きにできるだけ早いうちに検討したいというふうに思っております。

次、続いて２番目ですが、次に要点筆記ではなく全文を議事録として残してはどうか

との御質問についてお答えをいたします。

現在の大山町教育委員会の議事録は、大山町の教育委員会の会議規則の第１４条に規

定をされております。まず開会及び閉会に関する事項、出席及び欠席委員の氏名、会議

に出席した者の氏名、教育長の報告の要旨、議題及び議事の対応で議決事項、その他必

要と認めることのこの７項目に基づいて作成をいたしております。教育委員会では、先

ほど申し上げましたように個人情報を審議する案件や個々の教育現場について踏み込ん

だ協議などが多いので、多く、また全文を議事録とするためには現在の職員体制では無

理があり、経費もかかってまいります。議会のように全文を議事録とするということは、

現段階では考えておりません。

３番目に、教育委員会の様子をテレビやインターネットで配信してはどうかとの御質

問でありますが、大山町教育委員会は大山町教育委員会会議規則第６条によりまして、

人事に関する案件とか個人情報がない案件につきましては広く会議を公開いたしており

ますし、有線とか３チャンネルのテロップなどを利用いたしまして事前に町民の皆様に

案内も行っております。しかし、公開できる案件が限られてるという関係もあったかと

思いますが、平成２３年の教育委員会の傍聴者の方は１年間で８名、ことしの１月から

１１月までの傍聴者の方は９名という状況でございました。教育委員会の様子をテレビ

やインターネットで配信することにつきまして、町民の皆さんのニーズというものはど

うなのかなと。また、限られた案件しか公開できないという状況の中では、大山町議会

の中継のようにはいかないだろうなというふうに思っておりますので、現段階ではテレ

ビやインターネットの配信というものは考えておりません。

最後に、町の広報紙の一部を利用しないで独自の広報紙を発行してはどうかという御

質問でありますが、町の広報紙には教育関係の記事を毎月教育通信として議員もごらん

になっていらっしゃると思いますけれども、４ページから６ページ、かなりのスペース

を割いて載せていただいております。大山町の方針で、広報紙などは各家庭に配布をし

ていただく区長さんの御負担を軽減するために、教育委員会の関連のお知らせなどはな

るべく広報紙に集約をするように努めているところでおりますし、経費等につきまして

も、単独での広報紙を発行するということは現在のところ考えてはおりません。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（１番 竹口 大紀君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 竹口大紀君。

○議員（１番 竹口 大紀君） はい。ただいま御答弁いただきましたけれども、非公開

－１５０－



な部分は議会も当然ありまして、議会もすべてを公開しているわけじゃなくて秘密会と

いうのが時折開かれたりしますけれども、そういう秘密な部分を公開してくださいとい

うのではなく、公開してもいいです、現に傍聴者が入ってもいいですよというところは

あるわけですから、それをいかに広く町民さんに知ってもらえるかというのが大事なん

じゃないかなというふうに思います。

今、答弁を聞いておりますと、議事録にしましても要点筆記ではなく全文を記載する

のは今の職員体制では無理があるということです。議会事務局も大変優秀な職員さんが

おられて、議事録を本会議などは全文記録しておりますが、今年度から外部に委託をし

たりしながら、事務量のかげんでしょうか、しておりますけれども、やはり予算的なと

ころがあるかないかで違うのかなと思いますが、本当に情報公開をどんどん進めていく、

議事録も全文公開していいところは全文記録して出していこうということであれば、ど

んどん予算要求しながらやっていかれたらいいんじゃないかなというふうに思いますが、

どうでしょうか。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。ただいまの御質問につきましては、教育長の方よ

りお答えいたします。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） はい。竹口議員さんから、積極的な御意見をいただきました。

御存じのように、委員長が申し上げましたように教育委員会のことてっていうのは特

に就学援助でありますとか人事のことも当然ありますし、いろんなことがやっぱりプラ

イバシーにかかわることてっていうのは非常に多いということをまず御理解いただきた

いと思います。

そこで、２３年度が８名、２４年度が１月から１１月まで９名の傍聴者があったとい

うお話がありました。これを中国５県の教育長の大会がことし広島でありました。まさ

に、そのことでどれぐらいよその町村がやってるのかということが出てまいりました。

５３町村ございますけれども、傍聴者が毎回１人はいるてっていうところは１町村でご

ざいます。１．９％です。時々いるというのが３町村です。その中にうちは入っており

ます。それから、ほとんどないてっていうのが４４町村で８３％。公開をしてないてっ

ていうのが５町村あります。よそに、悪いところに倣うつもりはございませんし、今、

委員長が申し上げましたように公開のことにつきましては前からも話をしておりますの

で、委員長さんの追随になりますけれども、竹口議員の意見をしんしゃくしながらもう

一遍教育委員会にきちんとかけて、できるだけ早いうちにしようと思っております。た

だ、全文の議事録の公開てっていうのは到底無理だろうなという、今のところは考えて

おります。以上です。
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○議員（１番 竹口 大紀君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 竹口大紀君。

○議員（１番 竹口 大紀君） はい。予算が伴うのでというような質問だったんで、そ

んなにかみ合った答えになってないのかなというふうに思いますが、そんなに時間もあ

りませんので、今紹介された町村で毎回傍聴者がいらっしゃるのは１町村。時々いらっ

しゃるのが３町村で大山町もそのうち入ってるということですが、やはり先ほど数字も

出てましたが、平成２３年の教育委員会の傍聴者は１年間で８名。１年間で８名。その

うち、恐らく吉原議員ね、よく出られますね、教育委員会見に行くとね。と私の人数も

入ってるとすれば、本当に町民さんで、一般町民さんで見に来られてる方というのは少

ないのかなというふうに思います。で、少ないからこそ、やはり公開手段をいろいろと

考えていくというのが今の時代の流れじゃないのかなというふうに思います。

今の議会の本会議、傍聴されてる方１名いらっしゃいますけれども、やはりテレビ、

インターネット、それから議会は議会だよりも出しております。これらの情報公開手段

によって、本当はね、本会議場にこの雰囲気を見に来ていただくのが一番でしょうけれ

ども、やはり日中仕事をされていたりさまざまな用事がある。そういう方々に何として

も来てくださいというのは難しいんですよね。インターネット、テレビ、議会だより、

これらで情報を伝えていくことによって議会側も町民さんの目にさらされる、刺激を受

ける。それによって、より民意に近い活動ができるということだと思います。

教育委員会の場合は、本当に閉鎖的な感じがしております。できる限り公開手段をふ

やしていただきたい。

教育委員会だよりというようなものをつくってはどうかと。独自につくってはどうか

というお話もさせていただきましたが、何も独自の広報つくってるのは議会だけじゃな

いです。農業委員会、つくっておられますね。独自の広報を。今、第３号まで出てます

でしょうか。これ最近の取り組みです。やっぱりこういう情報発信、情報公開をしてい

こうっていう組織の意気込みというのが、組織の活性化につながっていくんじゃないか

なというふうに思います。

今、答弁の中では議事録の公開、今要点筆記しているものはホームページで公開して

いこうという前向きなお話もありましたけれども、もう一歩踏み込んで議事録の全文公

開だとか独自の広報紙の発行だとか予算が伴うことだと思いますが、やっぱりその意気

込みを町長部局に伝えていただいて、予算を獲得してくるぐらいの意気込みでやってい

ただきたいなと思いますが、御答弁をお願いします。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの議員の御質問にお答えいたします。

私どももいろんな研修会に出ていく中で、非常にやっぱり近年開かれた教育委員会に

していこうと。そしてテーマがテーマですので、関心を持たれる方もいらっしゃるだろ

－１５２－



うと。教育の問題というのは今広く町民の皆様の関心を寄せているところであると思っ

ておりますので、ただ、教育委員会の性格上、生徒指導とか学校現場とかあるいは個々

の名称を出すこととかということが、やはり踏み込んだ議論になればなるだけそういう

テーマであるわけです。本当は聞いていただきたいのはそこなんですけれども、しかし

聞いていただくことはやはり難しいだろうということが非常に多くて、そのあたりはど

この教育委員会ともやっぱり悩んでおられるところでございます。

例えば、傍聴に来ていただく人をふやしていくための働きかけをしようということで

お話し合いをしたときに、教育委員会を開くその日時を今定例の教育委員会というのは

ウイークデーの日中の午前とか午後とかしておりますけれども、それを例えば夜してみ

たらどうだろうかとか、あるいはどっか地区に出向いていって、交代でいろんな地区に

出ていって開いてはどうだろうかとか、それから有線で流すときに協議題で公開しても

いい協議題があるときにはそれを広くそのテーマを上げて、これについて話し合います

ので公開しておりますから来てくださいと、こういうふうに申し上げるのはどうだろう

かというようなことをいろいろ検討はいたしております。

町民の皆さんの期待にこたえられるような質の高い教育委員会にしていきたいという

思いもみんな持っておりますので、全くそういうのを無視しているわけではありません

し、試みようと思っていないわけでもございません。ただ、その中で私たちとしてはど

こまでできるのだろうかと、これはどうだろうかというようなことはこれから検討して

いきたいというふうに思っているところです。

ちなみに、今、ホームページで教育委員会の状況を公開しているというところは郡内

では伯耆町のみでございますし、これも概要のみでございます。市のレベルで公開して

おられるところは、米子市、倉吉市、境港で、境港だけが唯一全文、これはたまたまそ

のプリントアウトした分がいじめの問題があったあのときでございますので、いつもが

全文かどうかはちょっとわかりませんが、そのときの教育委員会は全文ホームページに

アップをしておられました。それ以外は、例えば米子市につきましてはもうことしは全

然しておられませんし、ほかの県内のいろいろな町村の状況も、例えばホームページに

アップするというふうにうたっていらっしゃるけど実態はしておられないとか、２１年

度まではしたけどそれ以降はしておられないとかというのが実態でございます。だから

やはりその公開をしても長続きをしないとか、なかなかそのあたりが難しい問題は教育

委員会の性質上にもあるのかなというふうに思っているところです。

ちょっとあと教育長より補足をいたします。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） はい。私は、教育通信みたいなやつをやったらどうかという

御意見についてお答えしようと思います。

これが１２月、１１月、１０月の直近の３カ月の分を持ってきました。（資料を示

－１５３－



す）この中で、ありがたいことに表紙はとっても子供さんだったり元気な小学生や保育

園の姿を載せていただいたりしておりますけれども、たまたま調べてみますと、１２月

号では教育通信の教育の話題が２４分の７でございます。表紙も入れたりいろんな町の

話題を入れると、もっと多くなるんじゃないかなと。１１月号では２６分の５でござい

ます。それから、町の話題もあります。それから、１０月号は２０分の６が教育通信に

なってる。毎年の初区長会でありますとか一番最後の区長さんの中からいつも言われま

すので、文書が多うてかなわんと。できるだけ一つにまとめてくれと。もうあれもこれ

もしてごすなという意見がいつも出てまいります。今のところ広報の皆さんとのお世話

になりながら、こういった形で当分の間は続けさせていただきたいと思っております。

よろしくお願いします。

○議員（１番 竹口 大紀君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 竹口大紀君。

○議員（１番 竹口 大紀君） はい。次の質問に行きたいと思います。

名和地区の保育所再編方針ということで、前回、９月議会の一般質問で名和地区の拠

点保育所に関する質問をいたしましたが、名和地区の拠点保育所は運営が開始されるま

で残り１年少々となっております。名和地区の保育所は拠点保育所１園に集約すべきだ

というふうに考えておりますけれども、前回の一般質問を終えましても、１園残して２

園体制とする理由がはっきりしませんでした。そこで、２つ質問したいと思います。

まず１つ目、保育所に通う子供の保護者を対象に、９月末にアンケートを行うという

ふうに前回の９月議会の答弁でありました。そのアンケート調査の結果を教えてくださ

い。

それから、２つ目、その調査結果をもとに教育委員会ではどのような議論がなされ、

今後の名和地区の保育所体制に関してどのような方針が決定されたのか。これは先ほど

の情報公開と似たような、関連したような話になりますけれども、日時の都合が合わな

くて９月、１０月、教育委員会見に行くことができませんでしたが、議事録を確認しま

したところ１ページの３分の１あるいは半分、２分の１ぐらいで要点筆記されていて、

何を議論されたのかが本当にわからない状態になっておりますので、その辺もわかるよ

うに詳しく御説明ください。

○議長（野口 俊明君） 教育委員長、伊澤百子君。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい、議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの竹口議員さんの２番目の質問にお答えをした

いと思います。２問あったと思います。

名和地区の保育所再編方針ということで、前回の議会でも関連した質問をいただいて

おります。

初めに、保育所に通う子供の保護者を対象に９月末に行ったアンケート調査の結果は
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どうであったかという御質問にお答えをいたします。

９月の定例議会でも述べさせていただきましたとおり、教育委員会ではこれまで地区

ごとの保育所再編検討会というものを開催したり、また広く町民の皆さん、地域の皆さ

んの御意見をいただいたりしながら、保育所再編についての協議を重ねてまいりました。

そこで、中山地区は３園を統合して１園にする。大山地区については、拠点１園ともう

あと１園を残す。そして名和地区については３保育所を統合して拠点保育所を新設し、

１保育所を存続すると、こういう基本方針を平成２２年の３月に決定をしております。

その折には、議会に報告をさせていただいたと思います。

しかし、本年いよいよ名和地区の拠点保育所建設用地が確定をいたしました。議会に

も御相談をしながら事業を進めていく中で、そういった経緯による基本方針というもの

は尊重しながらも、４保育所を１園に統合することについても柔軟な対応をするように

というような御意見もいただきました。竹口議員さんの御質問も、このようなものでは

なかったかというふうに思っております。

そこで、９月に名和地区の保護者会長とそれから所長さんに集まっていただきまして

協議をし、広く保護者の方から改めて保育所再編に対する御意見をいただくために、こ

のアンケート調査を実施することにしました。こういう経緯で行いました。

９月下旬に行われた保護者作業や運動会の後など、各保育所の保護者の方が大勢集ま

られる機会を利用させていただきまして、教育委員会の方より出向きまして、保護者の

皆さんに保育所再編協議のこれまでの経過及び建設用地が決まったその説明をさせてい

ただいた上で、新たなアンケートのお願いをいたしました。

説明の中で、このアンケートはあくまでも今後の協議の参考にさせていただくもので、

数字が多いから、あるいはその多数によって決定をするというものではないということ

もお伝えをして、そのことをアンケートにも明記をして配布をさせていただいたところ

です。

アンケートの結果は、回答率が８２．３％でした。光徳を残すというふうに答えられ

たところが１６．８％、庄内保育所を残すと答えられた方が２９．９％、もうすべて統

合して１園にした方がいいというふうに答えられた方が５０．５％、無回答が２．８％

で、拠点保育所とそれから既存の保育所の２園体制を望む方と、それからもうすべて統

合して１園の体制を望むという方が約半々でした。

次に、その調査結果をもとに教育委員会ではどのような議論がなされ、今後の名和地

区の保育所体制に関してどのような方針が決定をされたのかという御質問にお答えをい

たします。

教育委員会では、各保育所のアンケート結果をもとにいたしましてさらに保護者の意

見を集約していただき、各保育所としての統一した考えをまとめていただくように保護

者代表の方にお願いをいたしたところです。

また、保育所へまだ子供を通わせておられない保護者の方々の御意見も、子育て支援
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センターの育児学級など保護者が集まってこられる機会を利用していろいろお聞きをし

たり、またさらに広く御意見をいただくように計画をしているところでございます。

これらからいただいた意見を取りまとめをし、また今までの経緯、出していただいた

結論、方針なども尊重しながら今月の定例教育委員会で協議をいたしまして、名和地区

の保育所再編についての教育委員会の方針というものを打ち出したいと考えております。

そしてその方針に対する建設検討委員会の御意見とか、さらに一般町民からのパブリッ

クコメントをいただき、平成２５年、来年のできるだけ早い時期に名和地区の保育所の

再編についての結論を出したいというふうに考えております。以上でございます。

○議員（１番 竹口 大紀君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 竹口大紀君。

○議員（１番 竹口 大紀君） はい。今、アンケートの結果等について説明がありまし

た。アンケートのとり方ですけれども、まず保護者に配布するときに、これを集計した

からといって数で決めるわけではないというふうに断った上でアンケートをしておりま

す。それから、名和地区のみの保育園の保護者にアンケートをとっております。やはり

名和地区だけではなく、大山町の保育所ですから大山、中山の保護者、それからまだ保

育所に通わせてないけれどもこれから保育所に子供を通わすであろう保護者の意見、こ

ういったものがアンケートに反映してこなければ、アンケートとして意味をなさないの

ではないかなというふうに思いますが、どうでしょうか。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。ただいまの議員の御質問は、名和地区の保護者の

みを対象に行ったけれども、本来ならば町全体の保護者からお聞きするべきではないだ

ろうかと。また、まだ出ておられない保護者も含めて、広く意見をお聞きするべきでは

ないかということだったというふうに思います。

もともと先ほどの答弁でも御説明をいたしましたけれども、この大山町の大山地区、

名和地区、中山地区、３つの保育所の再編につきましては、２０年、２１年に再編検討

委員会というので何度も何度もその当時の保護者の、各園の保護者の役員さんに集まっ

ていただいて検討を重ねていただきまして、これからの大山町の保育園のあるべき再編

の姿はどうかということをそのときには広く、３つの町、３つの地区のことを全部含め

て検討していただいたという経緯がございます。アンケート、それぞれの保育園で役員

さんがアンケートをとったり、また検討会で出た話を持って帰って、それからまた保護

者の方々の意見を集約してまた持って出てきたりと、そういう作業をずっと続けていた

だきまして出していただきましたのが、先ほど申し上げました２２年の３月に出てきた

再編の方針の決定でございます。大山につきましては拠点１園ともう１園。中山につい

ては３つの園が一つになって拠点になる。そして、そのときにもやっぱり名和も拠点１

園ともう１園というような形でこれはもう決定を、この時点では決定をしております。

－１５６－



その決定に基づきまして、大山につきましてはきゃらぼく保育園ができ上がりましたし、

大山保育所も合わせて２園体制。中山につきましては、１園になって拠点ができており

ます。

いよいよじゃ名和だと。ちょっとおくれましたけど、いよいよ名和だというときに、

やはり竹口議員さんがおっしゃいました２つの園ができてきて、拠点ができてきて、や

っぱり保護者の方々もまたいろんな思いが出てこられたんではないだろうか。あわせて、

２年という月日の流れの中で時代も多少変わってきておりますし、あのときにはこうい

う方針が一番ベストだろうということで出していただいたけれども、いよいよちょっと

おくれて名和を建てるに当たって、もう一度柔軟な気持ちで皆さんの御意見をお聞きし

てみたらどうかということでアンケートで実施をするということで、そういう経緯の中

ですから、名和保育所の拠点保育所をつくるに当たって、名和地区の保護者の方々もし

くは名和地区にやがて園に子供を出そうと思っていらっしゃる方々にお聞きした方がい

いのかなという経緯の中で、こういうことになってるということです。よろしいですか、

補足が。というふうに理解をいたしております。

補足を教育長より行います。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） ちょっと補足させていただきます。

大山きゃらぼく保育所、中山みどりの森保育所、とっても喜ばれておるいい保育所が

できたなというふうに思っております。最後、予定どおりなんですけれども、中山のみ

どりの森保育園が１年前倒しになりましたのでちょっと遅い感じがしますけれども、そ

うではありませんで予定どおりでして、ぜひ中山みどりの森保育園のいいところ、ある

いは大山きゃらぼく保育園のいいところを取り入れた最後の、大山町がつくる最後の拠

点保育所だろうなというふうに思っております。いい保育所をつくろうという思いは感

じていただけたらと思います。

断った上でてっていうことにこだわっておられましたけれども、アンケートをとりま

す。アンケートはとりますけれども、やっぱり一番なのは教育委員会が決定するという

ことがあるもんですので、その数が多かったけん１園にする、少なかったけん２園にす

ると。そういう意味ではありませんよという意味でその数が多い少ないてっていうこと

についてお話しして、保護者の皆さんにお話しして、アンケートをいただいたというこ

とだと思っております。

○議員（１番 竹口 大紀君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 竹口大紀君。

○議員（１番 竹口 大紀君） はい。約３年前に方針が決定したということで、もうそ

の点については後から追及したいと思いますけれども、まずアンケートのとり方もちょ

っと追及したいと思うんですけれども、今後もアンケートをとられたり御意見を伺った
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りという場面があろうかと思いますけれども、保育所の統合でやっぱり今の通園距離か

ら考えて不便になる保護者さんというのはいらっしゃると思うんです。何のために統合

するのかなということを考えたときに、少人数より大人数で教育した方が集団生活、教

育効果も上がるだろうというような部分もあろうかと思いますが、やはり行政側からし

たら１０園あった保育園を５園に、あるいはそれ以下にするというのは、財政的な効果

が非常に大きいのかなというふうに思います。

前回、９月議会の答弁の中でありましたとおり、名和地区においては４園で約年間２

億運営費がかかってると。ほとんど人件費で、拠点保育所ができてもそんなにやめてい

ただく方が何十人も出てくるということはないでしょうから、人件費の部分ではそんな

に変わらないのかもしれないですけれども、やはり施設運営費というところでは財政的

にはかなり効果があるというふうに思います。

保護者からすると、教育効果はあっても不便になる、通園距離が延びる。だったら近

くにあった方がいいわということで、１園残してほしいというふうに答えていらっしゃ

る保護者さんもいらっしゃると思うんです。

そこで、やはりね、その行政が上げる財政的な効果をもっと保護者さんに還元するべ

きだなというふうに思います。具体的には、保育料で還元したらいいんじゃないのかな

というふうに思います。数千万円財政、年間の財政的に余力ができるのであれば、それ

を行政のほかの分野に持っていくんじゃなくて、その保育の分野の中でしっかり使って

いく。今までと同額を使っていくと。数千万のお金があれば、保育料、ね、１万円２万

円下がるかもしれません、１世帯当たり。そういうことも提示しながら協議していかな

いと、それは不便になる。だったら１園残すということになってしまいますんで、不便

になるけれども、財政的に余力ができれば保育料下がるかもしれませんよ。保育料下げ

ますよと言ってもいいかもしれません。そういうふうに保護者さんに聞いていかれたら、

アンケートの結果も、今、保護者さんが感じておられることも変わってくるんじゃない

のかなというふうに思いますが、どうでしょうか。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。竹口議員さんのただいまの御質問、アンケートの

仕方、また設問によっては変わってくるのではないかということと、それから拠点に集

約することによっていろいろと経費的に費用が浮いてくる。その分をいろんな形で保護

者に還元をしていくというようなことをあわせて説明をされたら、また数値も理解も違

ってくるのではないだろうかということではなかったかなというふうに思いますが、保

育料に還元するというようなことを私どもの方の一存ではちょっと答えかねますけれど

も、ただ、拠点に集約して幾つかの園を廃園にしていくということで経費的に浮いてく

るであろうということは浮かないわけではないですが、しかしその分拠点にサービスを

集約をさせていただきますし、それから拠点にサービスを集約するという意味では、ま
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た雇用の機会を保障してあげるという意味では、そんなに人件費の部門という部分はそ

うそうすぐには変わらない。少しは落ちてくるでしょうけれども、そんなに変わらない

だろうというふうに思っております。その分を大胆にどういう形でか保護者の方が直接

的に拠点に集約されれば、ぐっとメリットが出てくるんだなというふうに提示をしてあ

げることができるかどうかちょっと申しかねますが、教育長、補足をいたします。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） なかなか難しい質問ですけれども、それこそそういうアンケ

ートこそ何だか恣意的だないかなという、逆にそういう気持ちもします。非常に悩まし

いことの一つがあるだろうと。これは予想なんですけれども、一つは残してほしい。確

かに残してほしい。だけど新しくいい分ができたときに、行くかどうかはまだわからん

てっていうのが必ず出てくるだろうと私は予想しています。一つは残してほしい。だけ

ど、新しいのがいいやつができてきたということもありますので、なかなか悩ましい問

題だなという気はしております。３０数年たっておりますので、いろんな形でそれぞれ

の保育所、駐車場がないでありますとかいろんな形があるわけですけれども、１２月の

初めに文化財の調査も終わりまして、一応今のところ小学校に近く中学校に近く、そし

て十分なスペースもとれる、大山も見える、そういったところが確保をされましたので、

拠点保育所はそこで最後ですのでいいのをつくっていこうという思いでいっぱいでござ

います。恣意的なアンケートてっていうのは、あんまりよくないだないかなという気は

しております。

○議長（野口 俊明君） 竹口大紀君。

○議員（１番 竹口 大紀君） 恣意的なアンケートというふうにおっしゃられますけれ

ども、もし実現可能性が高いということであれば、そういうふうに聞いてみるというの

も一つの手ではないのかなということで、別にできないのにそれをやれというわけでは

ないんですけれども、恣意的ということでいえば答弁にありましたアンケート結果、す

べて統合と答えた方、すべて統合した方がいいじゃないか、１園にまとめた方がいいん

じゃないかというふうに答えられた方が５０．５％いらっしゃるということで、拠点保

育所と既存の保育所２園を望む方とすべて統合を望む方が半々でしたというふうに答え

られました。まあ見方によってはそうですね。

ただ、今、光徳を残す、庄内を残す、すべて統合というふうに聞いておりますので、

ある意味これも恣意的なのかなというふうに思いますが、１つ残す園を決めてそこを残

すのか、あるいは１つに統合するのかを聞いたら、またさらに数字がすべて統合の方が

ふえてくるのかなと。いや、１つ残してほしいけど、私は光徳を残してほしんだ、庄内

を残すんだったらもうすべて統合でいいわ。あるいは逆に庄内の方が１つ残してほしい、

庄内を残してほしい。光徳を残すんだったら、もう統合でいいわと言われる方が含まれ

てると思うんですよね。であれば、もっとわかりやすいアンケートをとられた方がいい
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のかなと思いますが、一つの結果でありますんで、議会側も今後教育委員会が決めたか

らといって保育所の建設の予算だとかその後の保育所の運営のための費用だとかは、こ

れは議会が議決するわけですから、決定するわけですから、しっかりこのお手元にあり

ますとおりアンケートの結果を踏まえていただいて、この住民さんの声だと、声の一つ

だということで判断していただきたいなと思うんですけれども、先ほど大山町の保育園

の再編方針が２２年の３月に決定したということで説明がありましたが、もう既におよ

そ３年が経過しております。もうすぐ３年ですね、２２年３月からですので。やはりね、

３年たつと民意というのはがらっと変わる。選挙は我々議会、あるいは町長の選挙とい

うのは４年に１回ありますが、これは４年間たてば恐らく民意も変わるんじゃないか。

１年２年じゃそう大きくは変わらないだろうけれどもというようなところで、４年とい

う期間が決められているんではないのかなというふうに思いますが、やはり３年前の方

針決定したんで、それを今の保護者さんの考えだというのは合ってるかもしれないし、

間違ってるかもしれない。

行政は、過去の決定に従って動いていく。これは当然です。継続性、安定性、これを

重視して進めていくというのは当然のことですけれども、やっぱり過去の決定やその継

続性が絶対的なものではありませんので、それを断ち切っていくというのは我々議会側

の仕事、政治の仕事。これは政治と行政の仕事の分担ということで、中学生あたりも勉

強しとるのかなというふうに思いますけれども、我々が今までの過去の決定をそうじゃ

ないということで断ち切って、新たな方向にかじを切っていけるその根拠は民意ですよ。

我々議会に出たいから勝手に出てきたわけじゃなくて、３年半前の選挙で住民さんに直

接選ばれて出てきております。我々議員というのは、選挙で落ちる可能性もあるわけで

すよ。民意に沿ってなければ住民さんからそっぽを向かれて、あの人はだめだなと言わ

れれば選挙で落とされるわけです。それだけ私を含め皆さん感覚を研ぎ澄ましながら、

住民さんはどういう感覚なんだろうということで日々活動されておられます。これだけ

のアンケートの結果が出て合計でも５０％以上、もう一つに統合したらいいんじゃない

かという結果も出ておる中で、なかなか議員さんの中で１園残した方がいいんじゃない

かと言われる方もそう多くはないのかなと思っておりますけれども、やっぱりね、若い

お父さんお母さんというのはこれからの議会の審議、特に保育所の統合に関する予算や

議案が出た際に、だれが賛成したんだ、だれが反対したんだということを見ていただい

て、次の町議会議員選挙で一つの投票材料にしてほしいというふうに思います。若い世

代の気持ちがわかっとる議員さんはだれなのか。しっかり見ていただいて投票していた

だきたいと思いますけれども、長々しゃべりましたが、アンケートをとってもやっぱり

半数以上一つにした方がいいという結果が出ています。恐らく中山、大山合わせてアン

ケートをとれば、一つにしたらいいという声がまだまだふえると。全住民さんにとるの

はなかなか難しいかもしれませんが、それでもまだ５０％よりもふえると感覚的に思っ

ております。
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アンケートでも過半数が一つでいいと言っています。ほかに何を調査されて決められ

るんですか。いつまで議論しても、なかなか答えは出ない。だからこそ民主主義は多数

決、大多数の意見に、本当は１００％みんなが賛成してくれたらいいんでしょうけど、

それではいつまでたっても決まらないからある程度のところで決をとって、多数の意見

に従っていくと。そういうのが民主主義国家の根底なのかなと思います。

過半数は統合でいいと言っております。次の定例教育委員会で方針を出されるという

ことですけれども、１園残す方向で進めていかれるのか、それとも全部集約して統合し

て１園体制でやった方がいいんじゃないかということで進めていかれるのか。これも教

育長、教育委員長のさじかげんで全然違ってくると思うんですが、次の定例教育委員会

で一つに統合しようというような方向で議論されるつもりはありませんか。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。ただいまの議員のお話をお聞きしながら、３年た

つと民意も変わるっておっしゃいまして、いや、まことにそんなふうに私どもも感じて

おります。前回、９月の議会で竹口議員がこの質問をなさいましたときに、私どもは大

変新鮮な、ああ、こういう御意見が出てきたんだとそのときも申し上げたと思うのです

が、今まで各地区でいろいろな保護者の方の意見をお聞きしましたけれども、大胆には

っきりとこういうような形でおっしゃる保護者の方はまだまだ少なかったというふうに

思っております。再編とか統合に対しては、地域住民の思いというのがいろいろありま

すので、なかなか難しいというのが保育所に限らず学校においても同じことが言えると

思います。そこのところを大胆に一つに集約したらどうかと。もうそういう時代じゃな

いだろうと。若いお父さんやお母さんはこういうふうに考えてるよというふうにおっし

ゃいましたのは、私たちにとっても本当にいい一つの問題提起になったかなというふう

に思っております。それだからこそアンケートを実施をしたし、それだからこそまだ保

育所に出ていらっしゃらない方の御意見もお聞きしたいといろんな手を尽くしているわ

けです。

今申し上げましたように、１８日の教育委員会で基本方針は打ち出していこうという

ふうに思っております。それは今申し上げることではございませんので、さまざまな情

報を出した中で議員さん、教育委員会の中でしっかりと話をして方針をお出しする。し

かし、またその方針に基づいていろいろな御意見をいただきながら、最終結論は２５年

に入って早い時期にと思っております。

そして、加えましてもし当初の方針どおり拠点保育所とあと１園を残して２園体制に

するというふうな方針になりましても、決してこれに固執するものではありません。申

し上げておきますが。これに基づきまして、例えば来年の秋に新たに２６年からの園児

の方の入園の希望をおとりします。その折に、どこか１園残したその園へ、小規模の保

育所は残した方がいいという意見を出してくださいました保護者の方々が多くても、最
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終的にはやはり新しい拠点に入れたいという方が多くて、既存の園の方にたくさん集ま

っていただくことがなかったり、園として機能することが甚だ難しいと思われるような

募集の状況でありましたら、その場合はやはり拠点１園という体制を選ばせていただく

ということにもなると思います。

また、２園体制で、仮に２６年から２園体制でやっぱりいくんだということになって

スタートいたしましても、今の出生率の中では、これは名和に限ったことではありませ

んけれども、現在２園体制をひいております大山地区においても同じことが言えますが、

いつまでも２園体制でいけるかというと、そういうわけではないだろうと。どうしても

少子化の中で２園、あるいは前のもう１園既存の園を維持していくことが困難な人数し

か入っていただけないときには、おのずと１園拠点に集約をされていくだろうというこ

とも当然将来の想定の中には入っております。

したがって、今から設計をしていただきます新しい名和の拠点保育所につきましては、

名和の子供たちすべてを受け入れることができるキャパを備えた園をつくっていくつも

りでおりますので、そのあたりは非常に私どもも柔軟に、事務局も教育委員もすべて柔

軟に考えております。以上でございます。

○議員（１番 竹口 大紀君） 終わります。

○議長（野口 俊明君） これで１番、竹口大紀君の一般質問は終わりました。

日程第２がありますが、ここで休憩いたします。再開は２時２５分といたします。休

憩します。

午後２時１５分休憩

午後２時２４分再開

○議長（野口 俊明君） 再開いたします。

⋞ ⋞

日程第２ 議会改革調査特別委員会の調査報告について

○議長（野口 俊明君） 日程第２、議会改革調査特別委員会の調査報告についてを議題

にいたします。

調査結果の報告を求めます。

議会改革調査特別委員長、西尾寿博君。

○議会改革調査特別委員長 大山町議会改革調査特別委員会の報告書を読ませていただき

ます。

大山町議会調査特別委員会報告書。平成２４年１２月１４日。大山町議会議長、野口

俊明様。大山町議会改革調査特別委員会委員長、西尾寿博。

議会改革調査特別委員会は、平成２３年１２月２２日に設置されて以来、約１年間協

議してまいりました。その間、１１回の全体会と１１回の小委員会を合わせて２２回開

催し、議会のあり方について議会みずからが改革する方向性を打ち出し、開かれた議会
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を目指して検討を重ねてきました。そして、平成２４年６月２２日には議長に対して中

間報告を行い、改革案を提出しました。その後、議会運営委員会、全員協議会で現実的

で実施可能な改革を協議した結果、下記の改革案について一致を見たので、きょうその

概要を報告して、この特別委員会に与えられた任務を完了しようと思います。

それでは、お手元に配付しています報告書を朗読します。

１、議員の資質向上について。（１）議員討論会の開催。議員の資質向上と開かれた

議会の実践の場として、町の進むべき方向性やあるいは行政の課題について適宜テーマ

を設け、少なくとも６月、１２月の年２回開催する。

（２）議員研修会、議員勉強会の開催。議員討論会とあわせ、議員個々の政策能力の

向上と分権時代に即応した議会のあり方などを学ぶため、大山町議会独自の研修会、勉

強会を開催する。研修会は全国市町村アカデミー及び全国国際文化研修所指定の講座受

講を基本とするが、その他議長が認める研修について受講の対象とする。勉強会は、時

勢あるいは行政課題を深く追求するため、議員の総意により開催する。

（３）政務活動費。議員による政策研究や政策提言に資する力の養成と議員活動の充

実を図ることを目的に議員における政務活動費の交付を検討してきたが、交付の必要性

や交付対象の前提となる条件について議員間で十分に議論し、共通認識に至っていない

こと、特別職報酬審議会等の第三者機関あるいは広く住民意見を聴取していないこと等

勘案し、今後の課題とする。

２、情報公開、住民参画について。（１）議会報告会の実施。平成２２年度から現在

まで都合６回、議会報告会を開催してきた。住民と議会が胸襟を開き意見交換を行う場

として一部には評価を得たが、残念ながら参加者の減少と固定化傾向が見受けられるた

め、今後は実施方法、実施内容、実施時期などについて改善を図り、魅力ある議会報告

会を実施する。

（２）各種団体との意見交換会の開催。議会は、平成１９年から政策立案あるいは行

政への民意の反映を目的に、各常任委員会が主体となり所管の各種団体と意見交換会を

開催してきた。当初は各常任委員会が積極的に取り組んできたが、近年は停滞傾向にあ

り、再度各種団体へ精力的に開催の呼びかけを行い、より住民の目線に立った議会運営

と行政推進を心がける。

（３）委員会のテレビ中継。先進的な他町では、放送環境の充実整備を図り、委員会

をテレビ中継している。委員会は常任委員会、特別委員会を含み、議案審査、陳情審査、

所管の事務調査など、ふだん本会議以外余り知られない政策決定に至る経過をお知らせ

することができ、また開かれた議会の実現において大きな成果が期待できると思われる

が、議員間の共通認識に至っていないため今後の課題とする。

３、議員定数について。（１）議員定数の見直し。町政に対する多様な町民の声を反

映できる、あるいは健全な議会運営ができる議員数を考慮し、また財政改革の一環とし

て議会費の縮減を図るため、次回の議会議員一般選挙から議員定数を現行１９人から３
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人減じ１６人とする。以上です。

○議長（野口 俊明君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑があれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野口 俊明君） 質疑なしと認め、以上で議会改革調査特別委員会の調査報告を

終わります。

⋞ ⋞

○議長（野口 俊明君） 以上で本日の日程は終了しました。

次回は１２月２１日金曜日に本会議を再開しますので、定刻の９時３０分までに本議

場に集合してください。

本日はこれで散会します。

午後２時３３分散会
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